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邦
語
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し
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し
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あ
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以
下
、
こ
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イ
ツ
語
版
を
も
含
め
て
、
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成
立
に
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る
過
程
を
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短
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ま
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め
て
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き
た
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一
九
九
三
年
初
頭
、
畏
友
カ

l
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
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か
ら
、
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七
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ラ
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ク
大
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催
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冒
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近
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す
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シ
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え
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シ
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受
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近
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法
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独
訳
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る
形
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ポ
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筆
し
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史
に
関
す
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
の
学
生
の
報
告

に
手
を
入
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校
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構
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・
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が
そ
の
ま
ま
維
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さ
れ
て
い
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が
、
若
干
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た
り
間
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た
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ほ
か
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一
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表
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照
)
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際
に
改
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新
し
い
見
解
に
従
い
、
内
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的
な
改
訂
を
施

し
て
あ
る
(
こ
の
点
は
、
す
で
に
「
裁
判
(
権
)
」
で
も
お
断
り
し
て
あ
る
が
、
後
に
関
係
箇
所
で
改
め
て
指
摘
す
る
)
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一
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通
説
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イ
ツ
法
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(
学
)
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よ
び
ド
イ
ツ
私
法
(
学
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に
お
い
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
単
に
ド
イ
ツ
の
法
書
中

最
も
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
お
よ
そ
ド
イ
ツ
古
法
な
い
し
ド
イ
ツ
中
世
法
の
古
典
的
事
例
と
見
な
さ
れ
て
い
る
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ほ
ん
の
一
・
二
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挙
げ
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下
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ユ
ピ

1
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し
ば
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古
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法
」
学
説
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引
用
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れ
て
い
る
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し
か
し
な
が
ら
、
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
ド
イ
ツ
私
法
(
学
)
の
教
科
書
や
概
説
書
に
お
け
る
ロ

l
マ
法
継
受
以
前
の

ド
イ
ツ
古
法
の
叙
述
が
最
も
多
く
を
こ
の
法
書
に
負
う
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
関
し
て
、
叙
述
の
体
系
そ
の
も
の

中世法の規範構造

(
具
体
的
に
は
、
大
抵
、
人
法
、
物
(
権
)
法
、
債
務
法
、
相
続
法
等
に
区
分
さ
れ
て
い
る
|
|
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
型
の

Z
E
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5
5
5
3
8
5
を
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基
本
と
し
、
一
部
ド
イ
ツ
民
法
型
の

3
巴
ロ
円
四

O
W
8
5
3
8
5
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
る
|
|
)
が
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
古
法
な

(
3
)
 

い
し
中
世
法
は
、
基
本
的
に
は
実
体
法
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
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4
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ニ
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
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説

通
説
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
古
法
に
は
、
人
法
に
お
け
る
ム
ン
ト
と
物
(
権
)
法
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
と
い
う
正
真
正
銘
ド
イ
ツ
的
な
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
ゲ
ル
マ
ン
的
な
二
つ
の
概
念
が
あ
り
、
こ
の
両
概
念
が
い
わ
ば
土
台
の
支
柱
と
し
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、
と
さ

論

れ
る
。

一
九
八
六
年
、
テ
ィ

l
メ
教
授
八
十
歳
誕
生
日
記
念
論
集
に
、

E
E目
。
白
老
町
円

2
5
E
n町
田
吉
田

1omo---

こ
の
う
ち
後
者
に
関
し
て
、
私
は
、

(
5
)
 

と
題
す
る
論
文
を
寄
稿
し
た
。
そ
の
中
で
私
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
中
で

(mm)
宅
m
B
の
語
が
現
れ
る
す
べ
て
の
箇
所
を
網
羅
的

に
検
討
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
結
論
に
導
か
れ
た
。

明
者
四
円
。
の
語
は
、
こ
の
法
書
に
お
い
て
唯
の
一
度
も
、
本
来
の
意
味
で
の
ア
イ
ゲ
ン
、
す
な
わ
ち
父
祖
か
ら
そ
の
子
孫
に
代
々
相
続
さ

れ
、
(
譲
渡
・
質
入
れ
な
ど
に
よ
り
)
第
三
者
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
の
な
い
ア
イ
ゲ
ン
、
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
二
つ

の
土
地
(
な
い
し
所
領
)
、
す
な
わ
ち
、
法
廷
で
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
と
主
君
か
ら
そ
の
家
臣
に
授
封
さ
れ
た
レ

l
ン
、
を
中
心
に
し
て
現

れ
て
く
る
。
さ
ら
に
こ
の
語
は
、
小
作
地
に
関
し
て
も
ま
た
動
産
に
関
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
史
料
的
所
見
に
従
え
ば
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
、
通
説
が
考
え
た
よ
う
に
、
第
一
義
的
に
は
占
有
(
一
般
)
を
意
味
す
る
と
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
も
と
も
と
、
法
廷
で
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
と
(
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
)
正
規
の
レ

l
ン
を
占
有
す

る
た
め
の
権
原
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
の
た
め
の
権
原
)

の
助
け
を
借
り
て
は
じ
め
て
、
右
の
二
つ
の
所
領

の
占
有
は
本
来
の
意
味
で
の
ア
イ
ゲ
ン
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
れ

(
H
こ
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
関
す
る
研
究
)
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
幾
つ
か
の
基
軸
概
念
を
同
じ
方
法
で
検
討
し
、
同

(6) 

書
に
お
け
る
法
の
規
範
構
造
の
発
見
・
別
出
を
最
終
目
標
と
す
る
私
の
一
連
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
私
は
、
持

g
(ア

イ
ゲ
ン
)
、
}
自
可
R
Z
(
ラ
ン
ト
法
)
、

-
O
R
R
E
(
レ
l
ン
法
)
、
ロ
号
R
Z
(
不
法
(
な
)
)
、
同
町
n
y己
O印
(
法
喪
失
(
者
)
)
、
問
問
。
2
n
v
S
(
裁
判
(
権
)
、

(7) 

裁
判
所
等
)
、

d
a
o
(平
和
)
等
の
検
討
を
了
え
、
現
在
、

B
n
Z
の
語
そ
の
も
の
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
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は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
法
の
規
範
構
造
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
も
と
づ
き
か
な
り
正
確
な
中
間
報
告
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
、
と
考
え
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
私
は
、
諸
賢
の
討
議
を
仰
ぐ
た
め
に
、
そ
の
中
間
報
告
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

中
世
法
の
与
件
|
|
古
い
要
素

ド
イ
ツ
私
法
(
学
)
の
通
説

l
l
そ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
そ
の
古
典
的
事
例
を
見
ょ
う
と
し
た
り
だ
が
|
|

は
、
ド
イ
ツ
古
法
を
全
体
と
し
て
ロ

l
マ
法
継
受
以
後
の
(
近
世
・
)
近
代
法
と
対
置
す
る
。
確
か
に
そ
う
し
よ
う
と
思
え
ば
、
同
書
の
中
に

ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
性
格
を
も
っ
規
定
や
法
制
を
見
出
す
こ
と
は
さ
し
て
難
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
私
も
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
う
ち
重

要
と
思
わ
れ
る
こ
・
一
二
の
点
を
例
示
し
て
お
き
た
い
。

(
一
)
部
族
別
・
身
分
別
の
法
(
い
わ
ゆ
る
属
人
法
主
義
)

中世法の規範構造

(
8
)
 

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
(
ド
イ
ツ
の
)
帝
国
(
な
い
し
王
国
)
は
、
か
つ
て
は
(
独
立
の
)
王
国
で
あ
っ
た
ザ
ク
セ
ン
、

(
9
)
 

バ
イ
エ
ル
ン
、
フ
ラ
ン
ク
、
シ
ユ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
の
四
部
族
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
部
族
に
属
す
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ザ
ク
セ
ン
人
の

(
叩
)

法
」
、
「
シ
ユ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
人
の
法
」
、
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
法
」
な
ど
部
族
毎
に
異
な
る
法
を
も
っ
て
い
る
。
同
書
に
お
い
て
(
「
ラ
ン
ト
の
法
」

(仏何回目自【同町田円
m
n
F
丹
)
と
対
比
さ
れ
て
)
「
人
の
法
」
(
仏
目
的

B
B居
間
門
m
n
F
円
)
と
言
わ
れ
る
も
の
も
、
具
体
的
に
は
、
各
人
が
生
ま
れ
つ
い
た
こ

(
日
)

れ
ら
部
族
の
法
を
指
し
て
い
る
。

同
書
の
成
立
当
時
に
お
い
て
は
、
す
で
に
い
わ
ゆ
る
諸
侯
法

(EEgmwggNm)
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
領
邦
君
主
権
(
戸
自
母
国
町
四
円
同
日
n
y
島
)
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t見

の
成
立
・
発
展
が
緒
に
つ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
を
考
え
れ
ば
、
同
書
の
国
家

(
H
帝
国
)
像
は
時
代
錯
誤
的
で
あ
り
き
わ
め
て
ア
ル

戸Z入
己冊

カ
イ
ツ
ク
な
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
む
し
ろ
そ
う
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
各
人
の
も
つ
法
は
身
分
に
よ
っ
て
も
異
な
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン

(ロ)

シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
は
、
(
純
粋
な
)
ラ
ン
ト
法
上
の
身
分
に
限
っ
て
も
、
参
審
自
由
人
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
お
よ
び
そ
れ
と
同
列
に
位
置
す

(

日

)

(

は

)

で
あ
る
|
|
、
ラ
l
テ
、
体
僕

(
m
m
g
B
B
な
い
し
話
。
三
色
白
)

る
ビ
l
ア
ゲ
ル
デ
)
、
ラ
ン
ト
ザ
ッ
セ
l
|
以
上
が
「
一
二
種
の
自
由
人
」

等
の
身
分
が
姿
を
現
す
。
不
自
由
人
で
あ
る
体
僕
を
除
き
、
各
部
族
に
属
す
る
者
は
そ
の
身
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
法
を
も
っ
て

(
日
)
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
人
は
|
|
厳
密
に
言
え
ば

1
1
1
部
族
毎
・
身
分
毎
に
異
な
る
こ
れ
ら
の
法
に
生
ま
れ
つ
く
の
で
あ
る
(
各
人
生
得

の
法
)
。
同
書
に
お
い
て
錠
述
の
中
心
に
な
る
の
は
、
自
由
人
i
l
も
ち
ろ
ん
自
由
ザ
ク
セ
ン
人
|
|
の
法
で
あ
る
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

(
凶
)

ピ
l
ゲ
ル
は
基
本
的
に
は
自
白
人
・
不
自
由
人
の
対
立
・
峻
別
を
基
礎
と
す
る
古
い
身
分
観
を
な
お
堅
持
し
て
い
る
。

(
二
)
贈
罪
金
・
人
命
金
の
シ
ス
テ
ム

腰
罪
金
は
、
も
と
も
と
あ
る
加
害
行
為
が
生
じ
た
場
合
、
被
害
者
側
の
復
讐
を
断
念
さ
せ
る
た
め
に
加
害
者
側
か
ら
被
害
者
側
に
支
払
わ

れ
る
一
種
の
示
談
金
で
あ
り
、
人
命
金
は
加
害
行
為
が
殺
害
に
ま
で
及
ん
だ
場
合
の
贈
罪
金
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
諸
部
族
法
典
に
お

い
て
は
臆
罪
金
・
人
命
金
の
シ
ス
テ
ム
の
記
述
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
お
り
、
諸
部
族
法
典
そ
の
も
の
が
時
に
「
購
罪
金
の
カ
タ
ロ
グ
」

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
暗
闇
罪
金
・
人
命
金
の
シ
ス
テ
ム
が
(
遅
く
て
も
)

フ
ラ
ン
ク
時
代
以
来
存
在
し
て
い
た
古
い
制
度
で
あ
る
こ
と

は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
も
、
臆
罪
金
と
人
命
金
の
序
列
が
登
場
し
て
く
る
が
、
そ
れ
は
、
右
に
略
述
し
た
身
分
別
の
法
に
対
応
し
て
、

大
要
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
諸
侯
、

フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
、
参
審
自
由
人
の
人
命
金
は
一
八
ポ
ン
ド

(
U
三
六
0
シ
リ
ン
グ
)
、
贈
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(
げ
)

罪
金
は
コ
一
0
シ
リ
ン
グ
。
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
と
ラ
ン
ト
、
ザ
ッ
セ
は
い
ず
れ
も
人
命
金
が
一

0
ポ
ン
ド
(
H
二

0
0
シ
リ
ン
グ
)
、
腫
罪
金
は

(
凶
)

一
五
シ
リ
ン
グ
。
ラ

l
テ
は
自
白
身
分
に
属
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
ポ
ン
ド

(
H
一八
0
シ
リ
ン
グ
)
と
い
う
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ

テ
・
ラ
ン
ト
ザ
ッ
セ
に
迫
る
人
命
金
を
与
え
ら
れ
、
臆
罪
金
は
二

0
シ
リ
ン
グ
六
プ
フ
エ
ニ
ヒ
一
ヘ
ラ
!
と
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
・
ラ
ン
ト

(
凶
)

ザ
ツ
セ
の
そ
れ
を
上
廻
っ
て
い
る

08nz-g
な
者

(
H
法
喪
失
者
、
つ
ま
り
前
述
の
各
人
生
得
の
法
を
喪
失
し
た
者
)
や
身
売
り
を
し
て
体
僕

(
初
)

に
な
っ
た
者
な
ど
は
、
「
身
せ
か
け
の
蹟
罪
金
」
を
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
、
人
命
金
は
も
た
な
か
っ
た
。

た
だ
見
逃
す
わ
け
に
い
か
な
い
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
に
は
こ
の
噴
罪
金
・
人
命
金
の
シ
ス
テ
ム
だ
け
が
単
独
で
存

在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
並
ん
で
す
で
に
新
し
い
苦
痛
刑
の
シ
ス
テ
ム
も
登
場
し
て
く
る
、
と
い
う
事
実
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

中世j去の規範構造

(
三
)
「
者

o
-
a
s
Eぽ
P
E
-
Sロ
E
n
F
5」
(
「
原
告
な
け
れ
ば
裁
判
(
官
)
な
し
」
)
の
原
則

(
幻
)

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
成
立
当
時
、
神
の
平
和
・
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
に
よ
る
フ
ェ

l
デ
を
抑
止
す
る
た
め
の
運
動
は
、
す
で
に
か
な

り
長
い
歴
史
を
閲
し
て
い
た
。
し
か
し
、
近
代
国
家
に
お
け
る
よ
う
な
全
般
的
平
和
五
百
四
B
m
5
2
F
5号
)
は
ま
だ
成
立
し
て
お
ら
ず
、

そ
れ
に
い
た
る
道
は
な
お
遠
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
の
権
利
を
擁
護
・
実
現
す
る
方
法
と
し
て
、
「
法
(
H
裁
判
)
の
道
」

(
m
R
Z晶
gm-
〈O
芯
【
庁
舎
色
丹
)
と
並
ん
で
、
「
実
力
(
H
フ
ェ

i
デ
)
の
道
」

(
P
E
a
g
m
V
〈
。
止
号

E
円
)
が
な
お
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

北法49(3・9)505

し
か
し
な
が
ら
、
(
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
)
「
平
和
」
を
指
導
理
念
と
す
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
事
実
に
つ
い
て

(
幻
)

可
能
な
限
り
沈
黙
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
う
し
た
フ
ェ

l
デ
の
役
割
を
覆
い
隠
そ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
干
の

条
項
か
ら
は
、
(
自
己
の
権
利
を
擁
護
・
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
)

フ
ェ

l
デ
の
存
在
が
透
け
て
見
え
て
く
る
。



説

の
一
条
項
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
な
ん
ぴ
と
も
、
自
分
が
始
め
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
訴
訟
(
の
遂
行
)
を
強

(
幻
)

制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
各
人
は
、
自
分
が
望
む
限
り
、
自
分
の
損
害
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
こ
の
場
合
「
損
害
」
の

た
と
え
ば
「
ラ
ン
ト
法
」

見ム
[澗

中
に
は
、
今
日
の
民
事
的
な
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
に
よ
る
被
害
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
ザ

ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
犯
罪
が
起
こ
っ
た
場
合
、
(
公
的
な
)
裁
判
権
は
被
害
者
(
な
い
し
そ
の
関
係
者
)

の
告
訴
が
な
く
て

も
自
発
的
に
機
能
す
る
と
い
う
原
則
が
ま
だ
存
在
し
て
お
ら
ず
、
「
原
告
(
H
訴
え
る
者
が
)
な
け
れ
ば
裁
判
(
官
)
な
し
」
と
い
う
古
い
原
則
が

犯
罪
に
つ
い
て
も
(
基
本
的
に
は
)
な
お
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
四
)

ア
イ
ゲ
ン
の
世
界

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
、
特
に
そ
の
「
ラ
ン
ト
法
」
に
は
、
し
ば
し
ば
「
ア
イ
ゲ
ン
」

(
m
m
g
H
巴
m
g
)
と
呼
ば
れ
る
土
地
(
な
い

(μ) 

し
所
領
)
が
登
場
し
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
私
法
(
学
)
の
通
説
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
古
い
物
(
権
)
法
の

(
領
域
全
体
に
わ
た
る
)
基
本
概
念
と
考
え
た
た
め
、

ア
イ
ゲ
ン
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
私

法
(
学
)

の
教
科
書
や
概
説
書
を
探
し
て
も
ア
イ
ゲ
ン
に
関
し
て
満
足
な
説
明
が
見
当
た
ら
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
史
料
的
所
見
に
よ
れ
ば
、

レ
ー
ン
や
小
作
地
な
ど
の
借
地

(
F
a
宮
)

ア
イ
ゲ
ン
は
何
よ
り
も
ま
ず
、

な
く
、
自
分
の
土
地

(
H
自
有
地
)
で
あ
り
、
し
か
も
本
来
、
父
祖
か
ら
代
々
現
在
の
持
主
ま
で
相
続
さ
れ
、
将
来
も
代
々
子
孫
に
相
続
さ

れ
て
い
く
べ
き
土
地
で
あ
る
(
自
由
世
襲
地
)
。
そ
れ
ゆ
え
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
は
、
土
地
領
主
の
い
か
な
る
支
配
を
も
受
け
ず
、
こ
の
土
地

(
自
由
世
襲
地
)
。
持
主
が
死
亡
す
る
と
、
ア
イ
ゲ
ン
は
直
ち
に
、
す
な
わ
ち
領
主
や
裁
判
官

に
か
か
る
一
切
の
領
主
的
負
担
を
も
負
わ
な
い

い
わ
ば
自
動
的
に
相
続
人
に
相
続
さ
れ
る
。

特
定
の
社
会
層
、
具
体
的
に
は
特
に
参
審
自
白
人
な
ど
、

ア
イ
ゲ
ン
を
も
っ
能
力
(
な
い
し
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
と
な
り
う
る
資
格
)
は
、

の
関
与
な
し
に
、

ヘ
l
ア
シ
ル
ト
(
レ
l
ン
能
力
)
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
封
建
身
分
の
者
に
限
ら
れ
る
。
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で
は



ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
は
こ
の
土
地
を
(
自
分
の
家
臣
に
)
レ

l
ン
と
し
て
授
封
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
(
直
接
)
小
作
人
に
小
作
地
と
し
て
貸

し
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
は
さ
ら
に
通
常
、
体
僕
を
も
支
配
し
て
お
り
、
ア
イ
ゲ
ン
が
外
部
か
ら
の
攻
撃
に
曝
さ
れ
る
と
、

必
要
な
場
合
に
は
実
力
に
訴
え
て
で
も
そ
れ
を
防
禦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
現
れ
る
ア
イ
ゲ
ン
は
、
改
め
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
す
で
に
一
定
程
度
「
法
」
(
H
裁
判
権
な
い
し
「
国
家
」
)

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
紋
述
を
通
し
て
透
け
て
見
え
る
本
来
の
ア
イ
ゲ
ン
の
姿
は
、
以
上

に
略
述
し
た
よ
う
な
(
領
主
)
支
配
(
権
)
(
出
向
再
出
口
町
恒
常
)

の
萌
芽
・
な
い
し
原
基
形
態
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
領
主
な
い
し
そ

の
所
領
が
多
数
、
し
か
も
(
基
本
的
に
は
)
相
互
に
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
を
「
ア
イ
ゲ
ン
の
世
界
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
同

ほ
か
な
ら
ぬ
「
法
」
に
よ
っ
て
こ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
の
世
界
」
に
挑
み
、
そ
れ
を
可
能
な
か
ぎ

書
の
著
者
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
は
、

り
「
法
の
世
界
」

の
中
に
取
り
込
も
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
世
法
の
規
範
構
造
|
|
そ
の
骨
格

中jtti去の規範構造

以
上
の
予
備
的
考
察
を
経
て
、
本
章
で
は
、
そ
れ
な
ら
ば
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
「
法
」
(
お
吾
円
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

は
何
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
い
か
な
る
規
範
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
本
稿
の
主
題
に
取
り
か
か
る
。

( 

ー
) 

B
n
Z
の
語
義

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
全
巻
を
通
じ
て
、

B
n
Z
の
語
は
ー
ー

-
m
R
R
Z、
ロ
R
R
Z、
-g胃
R
Z
な
ど
お
n
Z
を
そ
の
一
部
に
含
む

北法49(3・11)507



説

(
お
)

合
成
語
を
も
併
せ
て
|
|
都
合
八
五
O
筒
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
か
ら
さ
し
あ
た
り
合
成
語
を
除
き
、

B
n
Z
(な
い
し
お
岳
お
)

(
お
)

の
語
が
現
れ
る
六
O
八
箇
所
に
限
る
と
、
形
容
調
が
(
約
二
六
二
箇
所
、
副
詞
が
六
箇
所
で
、
残
り
(
約
)
四
四
O
箇
所
は
名
詞
で
あ
る
。

三二三斗
日間

こ
の
う
ち
さ
ら
に
名
調
形
の
お
品
同
(
叩
)
に
限
定
す
る
と
、
そ
の
語
義
は
次
の
四
つ
の
場
合
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
裁
判
な
い
し
訴
訟
そ
の
も
の
、
裁
判
権
、
裁
判
手
続
、
特
に
判
決
な
ど
、
裁
判
に
関
連
し
て
形
式
的
・
手
続
法
的
意
味
を
も
っ
場
合
。

②
法
(
的
)
準
則
な
い
し
法
規
範
を
指
す
場
合
。
た
だ
し
、
こ
の
法
準
則
・
法
規
範
は
、
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
大
部
分
裁
判
手
続
に
関

す
る
準
則
・
規
範
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
③
上
述
し
た
(
そ
し
て
さ
ら
に
後
述
す
る
)
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
部
族
お
よ
び
身

分
に
従
っ
て
生
得
し
た
「
法
」
(
各
人
生
得
の
法
)
を
指
す
場
合
。
④
最
後
に
、
権
利
(
ま
た
は
義
務
)
を
意
味
す
る
場
合
。
た
だ
し
、
こ
の

用
例
に
つ
い
て
も
、
そ
の
大
部
分
が
裁
判
手
続
に
か
か
わ
る
権
利
(
・
義
務
)
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
四
つ
の
ケ

l
ス
の
う
ち
数
的
に
最
も
多
い
の
は
①
と
②
、
す
な
わ
ち
形
式
的
・
手
続
法
的
な
意
味
で
の
法
と
(
大
部
分
裁
判
手
続

に
か
か
わ
る
)
法
準
則
・
法
規
範
と
し
て
の
法
で
あ
り
、
両
者
は
数
の
上
で
は
ほ
ぼ
匹
敵
し
て
い
る
。
③
と
④
は
語
形
上
(
も
)
(
実
質
的
に

は
)
す
べ
て
そ
の
持
主
と
と
も
に
現
れ
る
が
、
そ
の
数
は
前
二
者
と
く
ら
べ
る
と
か
な
り
少
な
く
、
特
に
(
実
体
的
な
意
味
で
の
権
利
・
義
務

を
意
味
す
る
可
能
性
の
あ
る
)
④
の
数
は
少
な
い
。

以
上
の
概
観
に
よ
っ
て
す
で
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
お
n
Z
の
語
に
つ
い
て
い
き
な
り
今
日

m
R
Z
の
語
が
も
っ
法
作
権
利
と

い
う
こ
重
の
語
義
な
い
し
実
体
的
な
法
H

権
利
概
念
を
前
提
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
ま

ず
形
式
的
・
手
続
法
的
語
義
を
想
定
し
て
検
討
に
取
り
か
か
る
の
が
、
速
や
か
に
正
解
に
到
達
す
る
た
め
に
は
有
効
な
方
法
な
の
で
あ
る
。

(
ニ
)
裁
判
権
と
し
て
の
法
(
そ
の
こ

l
i
神
に
由
来
す
る
法

(

幻

)

た

だ

か

た

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
序
言
」
(
型
。
宮
古
閑
)
に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。
「
神
は
御
自
身
、
義
し
い
方

(BnF円
)

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

北i去49(3・12)508



え
に
、
法
(
円
R
Z
)

よ
み

の
嘉
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
真
先
に
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
義
な
る
神
の
嘉
す
る
法

は
彼

(
H
神
)

と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
に
答
え
る
に
は
、
当
時
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
た
ヴ
ル
ガ
l
タ

(
H
公
認
ラ
テ
ン
語
訳
)
聖
書

だ
け
で
な
く
、
「
序
言
」
で
す
ぐ
そ
の
後
に
つ
づ
く
次
の
よ
う
な
箇
所
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
か
ら
裁
判
(
権
)

き

ぱ

き

(
加

gnzo)を
託
さ
れ
た
者
は
皆
、
神
の
怒
り
や
彼
の
審
判

(
m
m
R
Z
O
)
(
こ
の
諾
は
「
(
刑
)
罰
」
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
)
が
(
神
の
)
恩

寵
に
よ
り
彼
等
を
通
じ
て
(
あ
る
い
は
、
介
し
て
)
(
こ
の
世
に
)
行
わ
れ
る
よ
う
に
裁
く
(
ユ
n
v
gロ
)
(
こ
の
語
は
「
罰
を
科
す
る
」
、
「
(
死
刑

の
判
決
を
受
け
た
者
を
)
処
刑
す
る
」
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
)
こ
と
を
心
が
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
義
な
る
神
の
嘉
す
る
法
と
は
、
神
が
そ
の
怒
り
と
審
判
を
(
こ
の
世
に
)
行
わ
し
め
る
た
め
の
「
裁
判
(
権
)
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
判
る
。
人
間
を
裁
き
う
る
の
は
本
来
神
の
み
で
あ
る
。
神
は
(
天
上
か
ら
)
人
間
の
す
べ
て
の
言
動
・
行
状
を

見
守
っ
て
い
る
。
神
の
意
に
逆
ら
い
不
正
を
行
う
人
聞
を
見
出
す
と
、
神
は
怒
り
そ
の
者
に
罰
を
加
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
神
は
自
ら

(
こ
の
世
に
在
っ
て
)
人
間
を
裁
き
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
神
は
(
複
数
の
)
人
間
に
(
不
正
を
行
っ
た
人
聞
を
神
に
代
わ
っ
て
裁

く
た
め
の
)
「
裁
判
権
」
を
託
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
神
が
こ
の
意
味
で
の
「
法
」
、
つ
ま
り
「
裁
判
権
」
を
託
し
た
(
複
数
の
)
人
間
と
は
誰
か
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の

ふ
り

本
文
、
つ
ま
り
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
神
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
(
リ
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
)
を
守
護
す
る
た
め
に
二
口
の

(
お
)

剣
を
教
皇
と
皇
帝
に
与
え
た
、
と
い
う
叙
述
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
二
口
の
剣
は
そ
れ
ぞ
れ
教
会
の
裁
判
権
と
世
俗
の
裁
判
権
を
象
徴
し
て
い

中世法の規範構造

る
。
し
た
が
っ
て
、
神
か
ら
直
接
に
裁
判
権
を
託
さ
れ
た
(
複
数
の
)
人
間
と
は
、
教
皇
と
皇
帝
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
因
み
に
、
こ
の
同
書

(
お
)

全
巻
の
冒
頭
に
位
置
す
る
条
項
に
お
い
て
も
、
円
m
n
Z
の
語
が
町
四
回
ユ
nvお
の
語
と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

北法49(3・13)509

と
こ
ろ
で
、
こ
の
(
円
R
Z
の
語
が
そ
れ
と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
)
唱
ユ

nzm
の
語
の
方
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
全
巻

(
ぬ
)

を
通
じ
て
一
八
五
箇
所
に
現
れ
、
「
裁
判
権
」
の
ほ
か
に
、
「
裁
判
管
区
」
、
「
裁
判
集
会
」
な
い
し
「
法
廷
」
、
(
職
権
の
担
い
手
な
い
し
代
表
者



説

と
し
て
の
)
「
裁
判
官
」
、
「
判
決
」
な
い
し
「
刑
罰
」
等
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
語
の
用
語
法
に
は
以
下
の
よ
う
な
き
わ
め

て
顕
著
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
宮
丘
町
F
g
の
語
は
、
(
神
の
審
判
に
か
か
わ
る
)
上
記
「
序
言
」
の
二
箇
所
、
お
よ
び
、
教
会
の

ヱs

同問

裁
判
所
(
な
い
し
裁
判
権
等
)
を
(
も
)
意
味
す
る
四
箇
所
を
除
く
と
、
換
言
す
れ
ば
、
世
俗
の
裁
判
所
(
な
い
し
裁
判
権
等
)
に
関
す
る
限
り
、

す
べ
て
ラ
ン
ト
法
上
の
そ
れ
を
指
し
、

(
初
)

あ
る
。

レ
ー
ン
法
上
の
裁
判
所
に
つ
い
て
は
た
だ
の
二
度
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
が
そ
れ
で

こ
う
し
た

m
w
g
n
v
B
の
語
の
特
徴
的
な
用
語
法
は
、
き
わ
め
て
明
確
に
以
下
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
の
著
者
、

ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
に
と
っ
て
は
、
裁
判
(
所
)
は
本
来
、
神
の
怒
り
・
神
の
審
判

(
H
罰
)
を
(
こ
の
世
に
)
行
う
た
め
に
存
在

す
る
。
こ
の
意
味
で
彼
に
と
っ
て
は
、
教
会
の
裁
判
所
を
別
に
す
れ
ば
、
(
後
述
す
る
「
平
和
の
法
」
と
い
う
武
器
を
用
い
て
)
こ
う
し
た
任
務

に
当
た
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
だ
け
が
真
の
意
味
で
の
裁
判
所
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
(
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
)
こ
う
し
た
任
務

(
幻
)

を
も
た
な
い
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
(
そ
れ
に
は
最
も
多
く

-g同
R
Z
の
語
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
)
は
お
よ
そ
唱
ユ
n
z
o
(
H
O
nユ
nVH)

の
名
に

値
し
な
い
。
神
が
教
皇
と
皇
帝
に
託
し
た
も
の
、
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
直
接
神
に
由
来
す
る
法
も
、
同
書
全
巻
に
毅
述
さ
れ
て
い
る
す

べ
て
の
法
命
題
で
は
な
く
、
も
と
も
と
教
会
の
裁
判
権
と
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
に
限
ら
れ
て
い
る
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
三
)
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法

前
節
で
述
べ
た
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
が
ラ
ン
ト
法
・
レ

l
ン
法
の
両
概
念
に
与
え
て
い
る
定
義
に
よ
っ
て
も
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
の
う
ち
特
に
「
ラ
ン
ト
法
」
は
ド
イ
ツ
(
古
)
法
に
特
有
の
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
(
少
な
く
と
も
外
国

の
教
科
書
・
概
説
書
が
こ
の
概
念
に
与
え
て
き

人
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
)
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
私
法
(
学
)

北法49(3・14)510 



(
認
)

た
定
義
的
説
明
も
、
必
ず
し
も
十
分
に
納
得
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
そ
の
も
の
を
精
査
す
れ

ば
、
ほ
か
な
ら
ぬ
同
書
の
中
に
(
ラ
ン
ト
法
を
も
含
め
た
)
こ
れ
ら
両
概
念
の
適
切
な
定
義
と
も
言
え
る
毅
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

(
お
)

す
な
わ
ち
、
(
同
書
)
「
レ

1
ン
法
」
の
あ
る
条
項
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ

l
ン
に
関
し
、
あ
る
判

決
が
非
難
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
は
そ
れ
を
最
後
に
は
帝
国

(
H
国
王
裁
判
所
)
の
前
に
持
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
、
け
だ
し
国
王
は
あ
ら
ゆ
る

(
斜
)

人
の
首
に
関
す
る
、
お
よ
び
、
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
、
お
よ
び
、
レ

l
ン
に
関
す
る
裁
判
官
に
選
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
す

べ
て
の
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
レ

l
ン
法

(
E
ニ
包
可
R
Z
S品
。

-ggnzs
は
彼

(
H
国
壬
)
に
始
ま
り
を
も
っ
、
け
だ
し
ヘ

l
ア
シ
ル
ト
は

彼
(
H
国
王
)
に
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
」
0

レ
ー
ン
法
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
レ

l
ン
に
関
す
る
法
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
は
「
あ
ら
ゆ
る
人

(
お
)

の
首
(
な
い
し
生
命
)
に
関
す
る
、
お
よ
び
、
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
法
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
「
法
」

と
は
(
具
体
的
に
)
何
を
指
す
の
か
、
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
レ

l
ン
法
」
は
「
彼

(
H
国
王
)
に

始
ま
り
を
も
っ
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
全
巻
に
紋
述
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
法
命
題
・
す
べ
て
の
法
規

中世法の規範構造

範
(
が
国
王
の
制
定
に
か
か
る
も
の
で
な
い
以
上
、
そ
れ
)
を
指
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
国
王
に
始
ま
り
を
も
っ
」
こ

の
「
法
」
は
、
ラ
ン
ト
法
上
・
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
権
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
の
著
者
自

身
が
与
え
て
い
る
定
義
か
ら
し
て
も
、
(
レ
l
ン
法
が
「
レ
l
ン
に
関
す
る
裁
判
権
」
で
あ
る
の
と
同
じ
く
)
ラ
ン
ト
法
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
の
首

(
ま
た
は
生
命
)
お
よ
び
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
裁
判
権
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

北法49(3・15)511

こ
の
条
項
に
関
し
て
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
引
用
中
の
最
後
の
(
副
)
文
章
、
「
ヘ

l
ア
シ
ル
ト
は
彼

(
H
国
王
)
に
始
ま
る
か
ら
」
は
、
単
に
レ
l
ン
法
(
上
の
裁
判
権
)
だ
け
で
な
く
、
「
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)
が
彼

(
H
国
王
)



説

に
始
ま
り
を
も
っ
」
こ
と
の
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
が
そ
れ
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
解
釈
は
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
も
支
持
さ

北法49(3・16)512

れ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

.~也
白岡

(
四
)
裁
判
権
と
し
て
の
法
(
そ
の
二
)
|
|
裁
判
権
レ

i
ン
と
国
王
罰
令
権

へ
l
ア
シ
ル
ト
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
能
動
的
‘
受
動
的
レ

l
ン
能
力

(
H
授
封
能
力
・
受
封
能
力
)
の
こ
と
を
言
い
、
そ
れ
自
体
と

(
泌
)

し
で
は
レ

l
ン
法
上
の
法
制
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
国
王
が
第
一
シ
ル
ト
、
教
会
諸
侯
が
第
二
シ
ル
ト
、
世
俗

諸
侯
が
第
三
シ
ル
ト
、
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
が
第
四
シ
ル
ト
、
そ
の
家
臣
と
参
審
自
由
人
が
第
五
シ
ル
ト
、
そ
の
ま
た
家
臣
が
第
六
シ
ル
ト

(
幻
)

を
も
っ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
の
そ
れ
自
体
と
し
て
は
レ

l
ン
法
上
の
法
制
で
あ
る
ヘ
!
ア
シ
ル
ト
が
「
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法

(
上
の
裁
判
権
)
が
国
王
に
始
ま
り
を
も
っ
」
こ
と
の
根
拠
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

お

)

(

ぬ

)

「
ラ
ン
ト
法
」
の
一
条
項
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
皇
帝
は
し
か
し
(
ラ
ン
ト
法
上
(
最
高
)
の
裁
判
官
に
選
ば
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
)

す
べ
て
の
地
(
ラ
ン
ト
)
に
居
合
わ
せ
、
常
時
す
べ
て
の
犯
罪
を
裁
く
こ
と
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
(
第
一
の
手
で
あ
る
)
彼
(
皇
帝
H

国
王
)

は
(
第
二
の
手
で
あ
る
)
諸
侯
に
グ
ラ
l
フ
職
を
、
諸
侯
は
(
第
三
の
手
で
あ
る
)
グ
ラ
l
フ
た
ち
に
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
を
封
与
す
る
」
。

(ω) 

直
後
の
条
項
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
「
首
お
よ
び
手
に
関
す
る
裁
判
権
で
あ
る
い
か
な
る
レ

i
ン
も
、
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
内
の
シ
ユ
ル

ト
ハ
イ
ス
職
を
除
き
、
第
四
の
手
へ
渡
つ
て
は
な
ら
な
い
(
こ
れ
は
例
外
的
に
グ
ヲ
l
ブ
か
ら
第
四
の
手
H

シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
へ
封
与
さ
れ
る
こ
。

(
引
)

レ
l
ン
」
(
】

g
富
市
町
白
ユ
喜
四
m
H
。
包
n
v
z
o
F
D
)
で
あ
る
。
つ
ま
り
(
国
王
|
|
諸
侯
|
|
フ
ラ

こ
れ
が
「
裁
判
権
(
を
目
的
物
と
す
る
)

イ
エ
・
ヘ
レ
ン
|
|
参
審
自
由
人
と
い
う
)

へ
l
ア
シ
ル
ト
(
の
序
列
)
は
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
|
|
そ
れ
が
「
犯
罪
を
裁
く
」
た
め

(
必
)

の
刑
事
(
な
い
し
流
血
)
裁
判
権
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
ー
ー
が
国
王
か
ら
順
次
降
り
て
く
る
場
合
の
階
梯
に

(
も
)
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
序
に
一
言
す
れ
ば
、
へ

l
ア
シ
ル
ト
の
序
列
に
関
す
る
条
項
が
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
冒
頭
に
位
置
し
て
い



る
の
も
、
(
単
に
七
の
数
を
含
む
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
)
こ
う
し
た
(
ラ
ン
ト
法
の
あ
り
方
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
条
項
で
あ

(
幻
)

る
と
い
う
)
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
似
)

こ
の
裁
判
権
レ

1
ン
を
授
与
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
「
裁
判
官
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
訴
え
お
よ
び
す
べ
て
の
犯
罪
を
、
彼
の
裁
判
管
区
内

で
あ
れ
ば
ど
こ
で
あ
れ
彼
の
居
る
と
こ
ろ
で
、
裁
く
こ
と
が
で
き
る
、
た
だ
し
(
こ
れ
に
は
例
外
が
あ
り
)
、
人
が
ア
イ
ゲ
ン
を
訴
求
し
、
あ

る
い
は
、
参
審
自
由
人
を
相
手
ど
り
犯
罪
を
訴
え
る
場
合
は
除
く
。
こ
れ
(
ら
)
に
つ
い
て
裁
判
官
は
、
(
グ
ラ
l
フ
の
主
宰
す
る
)
正
規
裁

(
羽
)

で
、
し
か
も
国
王
の
罰
令
権
の
下
で
な
け
れ
ば
裁
く
こ
と
を
え
な
い
」
。
こ
の
国
王
罰
令
権

判
集
会
の
場
所
(
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
所
)

は
、
裁
判
権
を
封
与
さ
れ
た
者
(
具
体
的
に
は
、
グ
ラ
l
フ
)
に
対
し
て
、
国
王
か
ら
直
接
(
つ
ま
り
、
諸
侯
を
介
さ
ず
)
に
、
し
か
も
「
臣

(
必
)

従
札
な
し
に
」
、
つ
ま
り
レ

i
ン
制
と
は
異
な
っ
た
(
い
わ
ゆ
る
「
官
職
(
法
)
的
」
)
原
理
に
も
と
づ
い
て
授
与
さ
れ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、

裁
判
権
レ

l
ン
と
し
て
封
与
さ
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
権
は
、
こ
う
し
た
国
王
罰
令
権
に
よ
る
補
完
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
参
審
自

由
人
の
犯
罪
お
よ
び
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
を
め
ぐ
る
訴
え
を
も
含
め
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
訴
え
お
よ
び
す
べ
て
の
犯
罪
」
に
つ
い
て
裁
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
主
君
の
主
宰
す
る
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
は
、
(
家
臣
に
与
え
た
)
レ

l
ン
の
帰
属
を
め
ぐ
る
訴
え
の
ほ
か
、
家
臣
の
服

(
U
)
 

務
紀
律
違
反
も
裁
か
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
制
裁
は
た
か
だ
か
レ
l
ン
の
没
収
に
す
ぎ
な
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に

中tth去の規範構造

お
け
る
レ

l
ン
法
は
、
そ
の
意
味
で
あ
く
ま
で
も
「
レ

l
ン
に
関
す
る
法
H

裁
判
権
」
に
す
ぎ
ず
、
(
特
別
レ
!
ン
で
あ
る
上
述
の
裁
判
権
レ
ー

ン
を
除
き
)
法
と
し
て
は
二
次
的
な
重
要
性
し
か
も
た
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)
を
中
心
に
叙
述
を
進
め
る
の

~I: ì去49(3 ・ 17)513

も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

(
五
)
各
人
生
得
の
法
(
そ
の
こ
|
|
自
由
人
の
裁
判
籍



説

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
(
自
由
人
で
あ
る
)
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
す
べ
て
年
に
三
回
、
教
会
裁
判
所
に
(
参
審
自
由
人
は
司
教

(
必
)

の
裁
判
所
に
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
は
司
教
座
聖
堂
主
席
司
祭
の
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
は
主
任
司
祭
の
そ
れ
に
)
参
加
す
る
義
務
を
負
う
。
自
由
人
は

(
必
)

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
世
俗
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
所
に
参
「
加
す
る
義
務
を
も
負
っ
て
い
る
。

論

ま
ず
参
審
自
白
人
は
、
国
王
罰
令
権
の
下
で
一
八
週
毎
に
(
H
年
に
三
回
)
聞
か
れ
る
グ
ラ
l
フ
の
正
規
(
H
定
例
)
裁
判
集
会
、
お
よ

ぴ
、
そ
の
二
週
間
後
に
犯
罪
を
裁
く
た
め
に
聞
か
れ
る
臨
時
の
裁
判
集
会
に
参
加
す
る
。
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
は
六
週
毎
に
開
か
れ
る
シ
ユ

(
印
)

ル
ト
ハ
イ
ス
の
裁
判
集
会
に
参
加
す
る
。
ラ
ン
ト
ザ
ッ
セ
は
六
週
毎
に
聞
か
れ
る
ゴ

i
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
に
参
ノ
加
す
る
が
、
そ
こ
(
お

よ
び
、
教
会
領
に
あ
っ
て
は
フ
ォ
ー
ク
ト
の
裁
判
集
会
)

で
は
各
パ
ウ
エ
ル
マ
イ
ス
タ
l
(
H
村
長
)
は
、
叫
喚
告
訴
(
後
述
参
照
)
、
流
血
の
人

身
傷
害
、
「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
す
べ
て
の
犯
罪
」
を
弾
訴
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ

(
日
)

参
加
す
る
い
わ
ば
「
公
的
な
」
裁
判
所
で
あ
る
。

な
い
し
四
つ
)
が
自
白
人
の

以
上
の
よ
う
に
、
(
一
二
種
の
)
自
白
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
応
じ
た
裁
判
集
会
に
参
加
し
、
そ
こ
で
判
決
を
発
見
し
あ
る
い
は
証
人
と

な
っ
て
裁
判
の
遂
行
に
協
力
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
。
こ
の
参
廷
義
務
に
関
連
し
て
「
ラ
ン
ト
法
」

の
一
条
項
は
、
「
各
人
は
、
自
分
が

呂
町
宮
(
裁
判
な
い
し
判
決
)
を
求
め
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
彼
の
お
n
E
を
培
い
(
H
参
廷
義
務
を
果
た
し
)
か
つ
助
け
る
(
H
彼
の
裁
判
所
(
に

(
臼
)

べ
き
で
あ
る
」
、
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
記
の
裁
判
所
に
「
裁
判
籍
」

お
け
る
裁
判
の
遂
行
)
に
協
力
す
る
)

(。qw
v
z
a自
己
)
を
も
ち
、
原
則
と
し
て
(
す
な
わ
ち
、
後
述
す
る
現
行
犯
の
場
合
を
除
い
て
て
そ
こ
で
し
か
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
自
由
人
の
参
廷
義
務
な
い
し
裁
判
籍
に
関
連
し
て
、
そ
の
根
拠
が
彼
等
の
も
つ
ア
イ
ゲ
ン
に
あ
る
(
あ
る
い
は
、
彼
等

(
日
)

の
も
つ
ア
イ
ゲ
ン
に
は
参
廷
義
務
が
付
着
し
て
い
る
)
、
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
条
項
が
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
が
(
ザ
ク
セ

(M) 

ア
イ
ゲ
ン
を
も
た
な
い
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
人
の
参
廷
義
務
な
い
し
裁
判
籍
の
根
拠
は
、
彼
等
の

ン
の
地
に
)

北i去49(3・18)514



も
つ

「
自
白
人
(
生
得
)
の
法
」
そ
の
も
の
に
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
六
)
各
人
生
得
の
法
(
そ
の
二
)
|
|
裁
判
(
手
続
)
上
の
自
由
人
の
地
位

三
種
の
自
由
人
の
中
で
参
審
自
由
人
は
明
ら
か
に
特
権
的
地
位
に
あ
る
。
彼
等
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
贈
罪
金
・
人
命
金
の
序
列
の
上

(
日
)

で
諸
侯
や
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
と
肩
を
並
べ
、
ま
た
ア
イ
ゲ
ン
の
主
要
な
持
主
と
し
て
現
れ
る
。
彼
等
は
さ
ら
に
第
五
(
へ

l
ア
)
シ
ル
ト

を
も
ち
、
れ
っ
き
と
し
た
封
建
身
分
の
一
員
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
書
に
お
い
て
は
、
彼
等
の
特
権
的
地
位
は
、
単
に
社
会
的
な
そ
れ
と
し

(
白
川
)

て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
以
下
の
よ
う
な
裁
判
(
手
続
)
上
の
特
典
と
し
て
現
れ
て
く
る
。

(
日
)

す
な
わ
ち
、
ま
ず
裁
判
権
レ

i
ン
を
も
ち
う
る
者
は
参
審
自
由
人
に
限
ら
れ
る
。
彼
等
は
ま
た
、
国
王
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
誰
に
対
し

(
日
)

て
で
も
判
決
を
発
見
し
証
人
と
な
っ
て
証
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
彼
等
が
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ
た
場
合
、
裁
判

官

(
H
グ
ラ
l
フ
)
は
正
規
裁
判
集
会
の
場
所
で
し
か
も
国
王
罰
令
権
の
下
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
彼
等
を
裁
く
こ
と
を
え
な
い
が
、
訴
え

が
彼
等
の
生
命
・
名
誉

(
H
レ
l
ン
能
力
了
相
続
財
産

(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
に
及
ぶ
場
合
(
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
等
が
犯
罪
の
か
ど
で
訴
え
ら
れ

た
場
合
、
で
あ
る
)
、
さ
ら
に
彼
等
と
同
等
出
生
身
分
の
者

(
H
参
審
自
由
人
)
で
な
け
れ
ば
彼
等
に
対
す
る
判
決
を
発
見
な
い
し
非
難
し
あ

(
閉
山
)

る
い
は
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
彼
等
に
対
し
て
(
法
廷
)
決
闘
を
挑
む
に
は
、
彼
等
の
同
身
分
者

(
H
参
審
自
由
人
)
が

中1止法の規範構造

四
人
の
先
祖

(
H
二
人
の
祖
父
と
二
人
の
祖
母
)
お
よ
び
ハ
ン
ト
ゲ
マ

l
ル
(
つ
ま
り
、
自
分
の
世
襲
領
な
い
し
そ
の
象
徴
で
あ
る
家
紋
)
を
挙

(ω) 

示
す
る
こ
と
を
要
す
る
、
等
々
。
彼
等
が
「
参
審
自
由
人
」
と
い
う
法
廷
に
お
け
る
(
参
審
員
と
し
て
の
)
機
能
に
由
来
す
る
名
称
を
帯
び

て
い
る
こ
と
は
決
し
て
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
。
彼
等
の
も
つ

B
n
E
(生
得
の
法
)
は
(
「
公
的
な
」
)
裁
判
所
に
お
け
る
機
能
と
深
く
結
び

北法49(3・19)515

合
っ
て
お
り
、
彼
等
は
い
わ
ば
(
「
公
的
な
」
)
裁
判
権
の
系
列
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
人
の
も
つ

B
S円
(
法
)
が
裁
判
所
に
お
け
る
機
能
と
深
く
結
び
つ
き
、
各
人
生
得
の
法
が
「
裁
判
能
力
」
(
。
包
与
平



説

向
性
高
宮
町
)
の
合
意
を
も
つ
の
は
、
何
も
参
審
自
由
人
の
場
合
に
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
自
分
が
裁
判
籍
を
も
っ
裁
判
所
で
(
原
告
と
な
っ

て
)
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
、
そ
こ
で
判
決
を
発
見
し
非
難
す
る
こ
と
、
証
人
と
し
て
証
言
す
る
こ
と
、
後
見
人
や
代
言
人
と
な
る
こ
と
、

(
否
認
な
い
し
雪
完
)
宣
誓
を
も
っ
て
身
の
潔
白
を
証
明
す
る
こ
と
、
(
自
分
の
無
罪
ま
た
は
相
手
方
の
有
罪
を
証
明
す
る
た
め
に
)
(
法
廷
)
決
闘

(
日
)

を
行
う
こ
と
等
々
は
、
「
彼
(
等
)
の
お
わ
町
内
(
法
)
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
(
「
彼
(
等
)
の
お
n
E
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
」
と
も
舌
究
ノ
)
に

(
位
)

だ
け
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
田
仲
間
同
門
m
n
Z
(
彼
の
法
)
と
い
う
表
現
が
時
に
「
(
否
認
な
い
し
雪
菟
)
宣
誓
」
を
意

(ω) 

味
す
る
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
も
各
人
生
得
の
法
と
そ
の
持
主
の
裁
判
に
お
け
る
機
能

と
の
深
い
結
び
つ
き
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Eゐ‘
目岡

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
女
性
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
同
等
出
生
身
分
の
男
性
な
い
し
夫
の
半
分
の
噴
罪
金
・
人
命
金
し
か
も

(
伯
)

た
な
い
。
彼
女
等
は
、
自
ら
(
あ
る
い
は
単
独
で
)
訴
訟
や
(
法
廷
)
決
闘
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
は
後
見
人
を
必
要
と

(
邸
)

す
る
。
女
性
は
い
わ
ば
後
見
人
に
よ
る
補
完
を
得
て
は
じ
め
て
「
そ
の
お
n
Z
(
各
人
生
得
の
法
H
裁
判
能
力
)
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
と
な

(
山
山
)

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

B
n
z
z。
?
な
者
(
法
喪
失
者
)
は
後
見
人
を
も
つ
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
等
は
(
原
告
と
し
て
)

訴
え
を
起
こ
し
、
あ
る
い
は
証
人
と
な
っ
て
、
自
分
の
権
利
を
主
張
・
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
特
に
犯
罪
の
か
ど
で
自
分
の

円。
nv同
(
法
)
を
喪
失
し
た
者
は
、
(
後
に
新
た
に
別
の
犯
罪
の
容
疑
を
か
け
ら
れ
た
場
合
)
「
(
否
認
な
い
し
雪
寛
)
宣
誓
己
に
訴
え
る
こ
と
が
で

(
釘
)

き
ず
、
(
身
の
潔
白
を
証
明
す
る
た
め
に
)
時
に
(
職
業
的
)
決
闘
人
を
相
手
に
戦
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お

け
る

F
w
n
Z
Z白石
w
E
(法
の
喪
失
)
の
本
質
も
、
。
g
n
z
z
s
s
d仲
間
染
色
(
裁
判
能
力
の
欠
如
)
に
あ
る
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。(

七
)
「
平
和
の
法
」
(
そ
の
こ

l
l
苦
痛
刑
の
シ
ス
テ
ム

北法49(3・20)516



ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
に
は
、
「
国
王
の
平
和
」
、
「
帝
国
の
平
和
」
、
「
(
裁
判
官
に
よ
り
)
付
与
さ
れ
た
平
和
」
、
「
(
裁
判
官
に
よ
り
)
命

じ
ら
れ
た
平
和
」
、
「
(
当
事
者
間
で
)
約
定
さ
れ
た
平
和
」
、
「
(
公
に
)
宣
誓
さ
れ
た
平
和
」
、
「
(
平
和
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
)
平
和
日
」
等
、

(ω) 

多
様
な
「
平
和
」
が
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
平
和
」
が
指
導
理
念
の

一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、
こ
う
し
た
多
様
な
平
和
H
い
わ
ゆ
る

ω
。E
O円
E
a
g
(特
別
な
い
し
個
別

平
和
)
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
自
体
、
当
時
に
お
い
て
は
ま
だ
(
近
代
国
家
に
お
け
る
よ
う
な
)
「
全
般
的
平
和
」
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た

」
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

(ω) 

こ
の
「
平
和
」
に
関
連
し
て
、
同
書
に
は
ロ
白
色
2
4
a
2
5
n
Z
(平
和
の
法
に
従
っ
て
)
と
い
う
表
現
が
三
箇
所
に
現
れ
る
。
こ
の
「
平

和
の
法
」
が
(
一
つ
に
は
)
中
世
の
平
和
運
動
(
特
に
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
)
の
所
産
で
あ
る
次
の
よ
う
な
苦
痛
刑
(
官
E
W
Z
ω
E
P
)
(
H
身

体
・
生
命
刑
)

の
シ
ス
テ
ム
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
(
主
な
も
の
の
み
を
摘
記
す
れ
ば
)
(
日
中
、
村
内
で
起
き
た
三
シ
リ
ン
グ
以
下

の
価
値
に
か
か
わ
る
)
(
軽
)
窃
盗
は
皮
髪
刑
、
(
そ
れ
以
外
の
)
窃
盗
は
絞
首
刑
、
謀
殺
・
放
火
謀
殺
・
鋤
の
強
奪
・
水
車
場
や
教
会
堂
や
墓
地

で
強
奪
を
働
い
た
者
等
は
車
裂
き
の
刑
、
故
殺
・
逮
捕
(
監
禁
)
・
強
奪
・
(
放
火
謀
殺
を
伴
わ
ぬ
)
放
火
・
強
姦
・
平
和
破
壊
・
姦
通
(
の
現

(
初
)

行
犯
)
等
は
斬
首
刑
、
傷
害
は
手
の
切
断
刑
等
々
。
こ
れ
ら
の
身
体
・
生
命
刑
は
(
い
わ
ゆ
る
「
換
刑
蹟
罪
金
」
を
支
払
っ
て
)
請
け
戻
す
こ

(
口
)

と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
の
関
連
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

中世法の規範構造

一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
「
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
犯
罪
」
の
か
ど
で
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
は
、
た
と
え
彼
が
そ
の
身
体
・
生
命
刑
を

(η) 

ア
イ
ゲ
ン
と
レ
l
ン
を
剥
奪
さ
れ
、
さ
ら
に
(
判
決
を
も
っ
て
)
円
O
O
Z
g
m
(法
喪
失
者
)
と
宣
告
さ
れ
る
こ
と
。
す
な
わ

北法49(3・211517

請
け
戻
し
て
も
、

い
わ
ば
「
国
家
」

ち
彼
は
、
(
公
的
な
)
裁
判
の
担
い
手
と
し
て
の
地
位
か
ら
逐
わ
れ
、

あ
る
(
巳
丘
四
己
目
白
神
宮

の
(
能
動
的
)
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
の
で

の
本
来
の
意
味
)
。
も
う
一
つ
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
上
述
し
た
(
人
命
金
を
含
む
)
瞳
罪
金
が

示
談
の
際
に
直
接
に
、
あ
る
い
は
、
法
廷
外
で
被
害
者
側
に
支
払
わ
れ
る
ケ
l
ス
は
一
つ
も
見
当
た
ら
ず
、
購
罪
金
は
す
べ
て
法
廷
で
、
あ



説

る
い
は
、
裁
判
所
(
の
判
決
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
)
を
介
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
(
狭
義
の
)
瞳
罪
金
は
特
に
(
た
と

え
ば
、
自
ら
挑
ん
だ
(
法
廷
)
決
闘
に
敗
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
自
分
が
与
え
た
追
奪
担
保
を
貰
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
し
て
)
裁
判
手
続
上

言命

の
非
違
を
犯
し
た
際
に
も
相
手
方
に
支
払
わ
れ
、
人
命
金
は
特
に
(
犯
罪
に
関
す
る
)
訴
え
の
際
の
、
ま
た
は
、
犯
人
を
法
廷
に
出
頭
さ
せ

る
た
め
の
保
証
限
度
額
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
新
旧
二
つ
の
制
裁
シ
ス
テ
ム
が
単
に
並
存

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
新
し
い
苦
痛
刑
の
シ
ス
テ
ム
が
古
い
蹟
罪
金
の
序
列
を
自
ら
の
中
に
包
摂
す
る
形
で
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。(

八
)
「
平
和
の
法
」
(
そ
の
二
)
|
|
現
行
犯
手
続

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
苦
痛
刑
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
平
和
の
法
」
が
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ

(
実
体
的
な
)
法
概
念
に
最
も
近

い
位
置
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
ね
)

し
か
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
多
様
な
「
平
和
」
が
破
ら
れ
た
場
合
、

常
に
(
実
体
的
)
刑
罰
が
加
重
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
(
一
切
の
暴
力
行
為
が
禁
止
さ
れ
る
)

「
平
和
日
」
に
は
、
裁
判
集
会
を
聞
い
て
誰
か
を
裁
く

(
H
そ
の
者
に
刑
罰
を
科
す
る
)
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ

(
九
)

た
者
は
例
外
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
行
犯
を
裁
く
た
め
に
は
、
「
平
和
日
」
で
も
裁
判
集
会
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
に
は
、
こ
の
場
合
、
(
実
体
的
)
刑
罰
が
加
重
さ
れ
た
痕
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
平
和
日
」
の
機

能
は
、
(
実
体
的
)
刑
罰
の
加
重
に
で
は
な
く
、
刑
罰
を
適
用
す
る
可
能
性
、
な
い
し
、
裁
判
権
の
活
動
領
域
の
拡
大
に
あ
っ
た
、
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
現
行
犯
手
続
の
要
点
を
摘
記
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
窃
盗
や
強
盗
の
被
害
者
が
(
助
け
を
求
め
て
)
「
叫
び
声
」
を
挙
げ
る
と
、
そ
れ
は
「
訴
え
の
開
始
」
と
見
な
さ
れ
る
(
「
叫
喚
告

~t. ì去49(3 ・ 22)518



ひ
と
た
び
自
分
が
起
こ
し
た
訴
え
は
必
ず
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
や
り
遂
げ
な
い
者
は
、
(
「
叫

(
九
)

び
声
」
に
応
じ
て
そ
の
場
に
駆
け
つ
け
な
か
っ
た
者
と
同
じ
く
)
三
シ
リ
ン
グ
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
。
犯
人
が
(
盗
品
と
と
も
に
)
そ
の
場
で

捕
え
ら
れ
た
場
合
、
正
規
の

(
H
授
封
さ
れ
た
)
裁
判
官
が
居
合
わ
せ
な
い
時
に
は
、
直
ち
に
こ
の
現
行
犯
を
裁
く
た
め
に
(
少
な
く
と
も
三

訴
)
。
し
か
も
、

つ
の
村
か
ら
一
人
の
)
ゴ

l
グ
ラ
|
フ
が
選
ば
れ
る
(
た
だ
し
犯
人
を
一
日
と
一
夜
以
内
に
服
罪
せ
し
め
え
な
い
場
合
に
は
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
裁

(
苅
)

判
権
は
終
り
、
(
後
日
)
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
が
そ
れ
を
裁
く
こ
と
に
な
る
)
。

犯
人
が
逃
亡
し
た
場
合
、
犯
罪
が
「
一
夜
を
こ
え
た
も
の
」
に
な
る
以
前

(
H
一
日
と
一
夜
以
内
)
に
、
(
「
叫
ぴ
声
」
を
挙
げ
た
)
原
告
が

(
正
規
の
)
法
廷
で
(
改
め
て
)
「
叫
び
芦
」
を
挙
げ
て
犯
人
を
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
原
告
が
自
分
と
も
七
人
の
証
人
に

(η) 

よ
り
こ
の
犯
罪
を
立
証
す
る
と
、
裁
判
官
は
犯
人
を
地
方
的
(
日
当
該
裁
判
管
区
限
り
の
)
追
放
に
処
す
る
(
た
だ
し
、
強
奪
の
犯
人
が
城
塞
に

(
刊
日
)

逃
げ
こ
ん
だ
場
合
、
現
行
犯
の
追
跡
は
三
日
間
続
け
ら
れ
る
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
地
方
的
追
放
お
よ
び
(
そ
れ
を
承
け
た
)
帝
国
ア
ハ
ト

中世法の規範構造

は
、
本
来
の
意
味
で
の
刑
罰
で
は
な
く
、
犯
人
を
法
廷
に
出
頭
さ
せ
る
た
め
の
強
制
手
段
で
あ
っ
て
、
犯
人
は
、
自
ら
法
廷
に
出
頭
す
る
た

(
乃
)

め
に
、
そ
こ
か
ら
自
分
を
引
き
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
犯
人
が
(
そ
の
こ
と
を
せ
ず
に
)
追
放
中
に
捕
え
ら
れ
る
と
、
彼

(
幼
)

は
恰
も
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
裁
か
れ
る

(
H
有
罪
と
さ
れ
、
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
)
。

現
行
犯
手
続
は
さ
ら
に
、
例
え
ば
捕
え
ら
れ
た
犯
人
を
被
害
者
が
後
日
(
改
め
て
、
正
規
の
)
法
廷
で
訴
え
る
場
合
や
、
あ
る
い
は
、
強

(
創
)

奪
さ
れ
た
物
が
持
ち
去
ら
れ
た
場
所
を
被
害
者
が
知
っ
て
お
り
そ
こ
へ
裁
判
官
を
連
れ
て
行
く
場
合
等
に
も
適
用
さ
れ
る
。
言
わ
ば
現
行
犯

手
続
の
延
長
な
い
し
拡
大
で
あ
る
。
翌
日
な
い
し
そ
れ
以
降
に
盗
品
が
誰
か
の
手
許
で
発
見
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
取
戻
す
た
め
に
い
わ
ゆ
る

jヒ法49(3・23)519

ア
ネ
フ
ァ
ン
グ
(
〉
口
広
告
加
)
手
続
が
開
始
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
、
盗
品
(
と
主
張
さ
れ
て
い
る
物
)
を
所
持
し
て
い
る
者
が
そ
れ
を

(
位
)

法
廷
で
返
還
す
る
こ
と
(
さ
え
)
拒
む
と
、
そ
れ
以
後
の
進
行
は
現
行
犯
手
続
に
一
戻
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
ア
ネ
フ
ァ
ン
グ
手

続
も
現
行
犯
手
続
の
延
長
線
上
に
あ
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。



説

現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
の
訴
訟
手
続
上
の
地
位
に
関
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
が
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
ご
く
少
な
く
、

(
幻
)

(
盗
品
に
つ
い
て
)
追
奪
担
保
人
を
引
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
(
現
行
犯
か
ら
逃
走
し

て
)
追
放
中
に
捕
え
ら
れ
た
者
を
服
罪
さ
せ
る
手
続
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
自
ら
の
潔
白
を
証
明
す
る
た
め
に
宣
誓
を
用
い
た
り
、
あ

(
刷
出
)

る
い
は
、
(
法
廷
)
決
闘
に
訴
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
考
え
る
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
か
ら
は
お
そ

ら
く
、
通
常
の
訴
え
の
際
に
被
告
に
認
め
ら
れ
る
一
切
の
防
禦
手
段
が
奪
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
犯
手
続
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、

苦
痛
刑
が
適
用
さ
れ
る
領
域
な
い
し
可
能
性
を
著
し
く
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

自命

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
手
続
に
関
し
て
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
む
し
ろ
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
犯
手
続
に
お

い
て
は
、
原
告
H

「
叫
ぴ
声
」
を
挙
げ
る
者
や
「
叫
び
声
」
に
応
じ
て
そ
の
場
に
駆
け
つ
け
る
者
の
身
分
(
な
い
し
裁
判
籍
)
は
お
よ
そ
問
題

に
な
ら
な
い
(
あ
る
い
は
、
な
り
え
な
い
)
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
犯
手
続
に
お
い
て
は
、
身
分
違
い
の
者
は
も
ち
ろ
ん
、

B
n宮
古
田
な
者

で
さ
え
も
、
「
叫
び
声
」
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
原
告
の
地
位
に
即
く
こ
と
が
で
き
た
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l

(
法
喪
失
者
)

ゲ
ル
の
一
条
項
に
よ
れ
ば
、
法
喪
失
者
は
人
命
金
を
も
た
な
い
が
、
彼
等
の
一
人
に
傷
害
・
強
奪
・
殺
人
・
強
姦
を
働
き
、
「
(
そ
れ
に
よ
っ

(
お
)

て
)
彼
等
に
つ
き
平
和
を
破
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
平
和
の
法
に
従
っ
て
裁
か
れ
(
罰
せ
ら
れ
)
る
」
。
こ
の
場
合
、
法
喪
失
者
が
な
に

い
か
に
し
て
原
告
と
し
て
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
を
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
条
項
は
現
行
犯

ゆ
え
、
ま
た
、

手
続
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
「
平
和
の
法
」
と
言
わ
れ
る
も
の
も
、
単
に
(
中
世
の
平
和
運
動
が
生
み
出
し
た
)
苦
痛
刑
と
い
う
(
実
体
的
)
刑
罰
の
シ

ス
テ
ム
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
適
用
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
身
分
(
な
い
し
裁
判
籍
)
を
問
わ
ず
に
適
用
さ
れ
た
現
行
犯

手
続
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
法
が
身
分
(
な
い
し
身
分
別
の

の
障
壁
を
こ
え
て
い
く
手
か
が
り
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
意
味
で
の
「
平
和
の
法
」
に
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

法
・
裁
判
籍
)

北法49(3・24)520



(
九
)
ア
イ
ゲ
ン
と
法

(
H
裁
判
権
)

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
ラ
ン
ト
法
概
念
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
首

(
H
生
命
)
に
関
す
る
裁
判
権
と
ア
イ
ゲ
ン
に

関
す
る
裁
判
権
を
基
軸
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
者
、
す
な
わ
ち
身
体
・
生
命
刑
と
そ
れ
を
適
用
す
る
手
続

(
H
「
平
和
の

法
」
)
が
新
し
い
動
的
要
素
を
代
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
、
す
な
わ
ち
ア
イ
ゲ
ン
(
の
世
界
)
は
古
い
静
的
要
素
を
代
表
す
る
。
そ
し

て
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
法
は
、
前
者

(
H
「
平
和
の
法
」
)
を
武
器
に
し
て
、
後
者

(
H
「
ア
イ
ゲ
ン
の
世
界
」
)
に
挑
み
、
最
後

に
は
そ
れ
を
自
ら

(
H
「
法
の
世
界
」
)
の
中
に
取
り
こ
も
う
と
努
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
書
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン
は
、
も
は
や
そ
の

本
来
の
(
自
立
的
な
)
姿
に
お
い
て
で
は
な
く
、
す
で
に
、
一
定
程
度
、
法

(
H
裁
判
権
)
あ
る
い
は
(
当
時
の
)
「
国
家
」
に
把
え
ら
れ
た

(
総
)

も
め
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
具
ト
体
的
に
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ア
イ
ゲ
ン
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
借
地
で
は
な
く
自
分
の
土
地

(
H
白
有
地
)
で
あ
り
、
父
祖
か
ら
代
々
相
続
さ
れ
て
き
た
土
地

(
H

ア
イ
ゲ
ン
に
対
す
る
自
由
な
処
分
権
を
も
っ
て
い
な
い
。
ア
イ
ゲ
ン
を

自
由
世
襲
地
)
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
持
主
は
、

中世1去の規範構造

(
正
式
に
、
あ
る
い
は
、
法
的
に
有
効
に
)
譲
渡
(
ま
た
は
質
入
れ
)
す
る
に
は
、
持
主
は
相
続
人
の
承
諾
を
得
た
上
で
、
(
グ
ラ
1
フ
の
)
正
規

(
幻
)

裁
判
集
会
(
の
場
所
)
に
お
い
て
そ
の
手
続
を
と
り
、
(
い
わ
ゆ
る
「
法
廷
譲
渡
」
H
加

gnFEn-Mm
〉

E
g
gロ
伺
)
、
し
か
も
「
半
フ
l
フ
エ
(
の

(
鉛
)

ア
イ
ゲ
ン
)
と
そ
こ
で
車
の
向
き
を
変
え
う
る
だ
け
の
宅
地
」
を
保
留
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
ア
イ
ゲ
ン
の

譲
渡
に
介
入
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
、
「
彼

(
H
持
主
)
が
そ
れ

(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
を
も
と
に
彼
の
お
n
Z
を
培
、
つ

(
H
参
廷
義
務
を

(∞∞) 

果
た
す
こ
た
め
に
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
ア
イ
ゲ
ン
は
、
「
国
家
」

(
H
裁
判
権
)
に
よ
っ
て
、
参
廷
義
務
の
物
質
的
基
礎
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
持
主
が
ア
イ
ゲ
ン
を
法
廷
で
譲
渡
す

北法49(3・25)521

る
と
、
譲
受
人
は
直
ち
に
(
H
そ
の
引
渡
し
を
待
つ
ま
で
も
な
く
)
そ
れ
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
日
そ
れ
を
占
有
・
支
配
す
る
た
め
の
権
原
)

を
取
得
す
る
。
そ
し
て
、

ア
イ
ゲ
ン
が
実
際
に
引
渡
さ
れ
る
際
に
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
占
有
指
定
が
お
こ
な
わ
れ

(
H
譲
受
人
に
そ
の
占



説

有
の
中
へ
入
る
よ
う
指
示
し
て
さ
ら
に
引
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
「
平
和
」
が
付
与
さ
れ
る
(
つ
ま
り
、
そ
れ
以
降
こ
の
ア
イ
ゲ
ン
を
実
力
で

(
約
)

の
で
あ
る
。

きム
ロ冊

次
に
、

ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
を
め
ぐ
る

(
H
具
体
的
に
は
、
被
告
が
占
有
し
て
い
る
ア
イ
ゲ
ン
を
原
告
が
訴
求
し
て
起
こ
さ
れ
る
)
訴
え
に
際
し

北法49(3.26)522

奪
取
し
よ
う
と
す
る
者
は
「
平
和
破
壊
」
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
)

て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
裁
判
所
(
H
法
な
い
し
「
国
家
こ
は
ア
イ
ゲ
ン
に
介
入
す
る
。
従
来
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
論
と
の
関
連
で
、
次
の
条
項

が
、
(
占
有
H

占
有
権
と
い
う
)
通
説
の
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
。
「
人
は
な
ん
び
と
を
も
、
彼
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
)

の
中
に
も
つ
所
領
か
ら
逐
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
、
彼
か
ら
(
あ
ら
か
じ
め
)
ゲ
ヴ
ェ
!
レ

(
川
町
)

な
い
限
り
」
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
は
当
時
の
あ
る
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
令
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
は
、
所
領
の
帰
属
を
め

H
占
有
権
)
が
判
決
を
も
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ

ぐ
る
紛
争
を
(
実
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
)
す
べ
て
法
廷
で
解
決
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
占
有
(
あ
る
い
は
占
有
者
)

に
(
そ
の
所
領
を
引
き
つ
づ
き
占
有
す
る
た
め
の
)
何
ら
か
の
「
権
利
し
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
事
実
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
、
所
領
の
不
法
な
占
有
者
は
、
特
に
そ
の
(
所
領
の
)
相
続
人
を
相
手
に
す
る
場
合
、
当
然
敗
訴
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
争
わ
れ

る
の
は
占
有
そ
の
も
の
の
有
無
で
は
な
く
、
占
有
権
な
い
し
占
有
の
た
め
の
権
原
の
有
無
で
あ
る
)
。
因
み
に
、
少
な
く
と
も
従
来
の
占
有
者
(
つ

ま
り
被
告
)
が
裁
判
に
欠
席
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
判
決
に
よ
っ
て
彼
か
ら
剥
奪
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
に
対
し
、
(
お
そ
ら
く
占
有
指
定
の
際

(
引
)

に
)
裁
判
所
に
よ
り
「
平
和
」
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
犯
罪
に
つ
い
て
法
廷
で
有
罪
と
さ
れ

B
n
Z
E田
(
法
喪
失
者
)
と
宣
告
さ
れ
た

ア
イ
ゲ
ン
が
剥
奪
さ
れ
る
。
こ
の
ア
イ
ゲ
ン
は
い
っ
た
ん
国
王
の
権
力
の
下
に
入
る
が
、

(
幻
)

内
に
相
続
人
が
(
自
分
の
相
続
財
産
で
あ
る
旨
の
)
宣
誓
を
行
っ
て
そ
れ
を
請
け
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
に
述

者
か
ら
も
、
(
レ
l
ン
と
と
も
に
)

一
年
と
一
日
以

べ
た
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
を
め
ぐ
る
訴
え
は
、
手
続
上
次
の
三
点
で
、
参
審
自
由
人
の
生
命
ま
た
は
手
に
及
ぶ
犯
罪
に
関
す
る
訴
え
に
準
じ
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
①
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
を
め
ぐ
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
参
審
自
白
人
の



(
生
命
と
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
と
同
じ
く
、
(
グ
ラ
l
フ
の
)
正
規
裁
判
集
会
の
場
所
で
、
し
か
も
、
国
王
罰
令
権
の
下
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
裁

(
m
m
)
 

く
こ
と
を
え
な
い
。
②
ア
イ
ゲ
ン
の
(
法
廷
)
譲
渡
に
関
し
て
裁
判
官
は
、
各
人
生
得
の
お
岳
円
(
法
)
・
生
命
や
健
康
(
日
手
)
の
喪
失
に
関

し
て
と
同
じ
く
、
「
彼
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々

(
H
参
審
員
)
(
六
人
)
と
と
も
に
」
七
人
で
(
証
人
と
な
り
)
立
証
し
な
く
て
は
な
ら

(
似
)

な
い
。
③
国
王
裁
判
所
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン
の
訴
求
に
対
し
て
参
審
自
由
人
は
、
(
も
と
も
と
少
な
く
と
も
大
部
分
、
生
命
と
手
に
及
ぶ
犯
罪
に

端
を
発
し
て
)
(
法
廷
)
決
闘
を
挑
ま
れ
た
場
合
と
同
じ
く
、
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
が
所
在
す
る
裁
判
管
区
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
応
ず
る
に
及

(
的
)

ば
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
法

(
H
裁
判
権
)
な
い
し
「
国
家
」
の
ア
イ
ゲ
ン
に
対
す
る
介
入
は
そ
こ
ま
で
で

あ
っ
て
、
父
祖
か
ら
代
々
世
襲
さ
れ
て
き
た

(
H
そ
の
間
第
三
者
の
手
に
移
る
こ
と
な
く
そ
の
社
会
関
係
に
動
き
の
な
い
)

ア
イ
ゲ
ン
に
は
、
法

な
い
し
「
国
家
」

の
手
は
ま
だ
及
ん
で
い
な
い
。
そ
う
し
た
(
本
来
の
意
味
で
の
)
ア
イ
ゲ
ン
に
関
し
て
、
(
占
有
権
と
い
う
含
意
を
も
っ
)

(
M
m
)
 

者
四
円
四
、
常
項
目
円
切
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
(
実
体
的
権
利
と
い
う
含
意
を
も
っ
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
お
よ
そ

)
B
n
Z
の
語
が

一
切
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

Ijl世i去の規範構造

(一

O
)
実
体
的
権
利
概
念

i
ー
そ
の
端
緒
的
成
立

最
後
に
、

a
n
Z
の
語
が
わ
れ
わ
れ
の
語
感
か
ら
す
れ
ば
紛
れ
も
な
く
「
権
利
」
を
指
す
場
合
に
つ
い
て
そ
の
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、

(
幻
)

以
下
の
よ
う
な
(
い
さ
さ
か
驚
く
べ
き
)
結
果
が
得
ら
れ
る
。
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こ
の
場
合
に
つ
い
て
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
権
利
」
と
い
う
意
味
で
の
お
の
宮
の
語
も
、
大
部
分
、
裁
判
手
続
に
関

連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
レ

l
ン
法
」
の
部
に
お
い
て
は
、
特
に
「
授
封
(
な
い
し
レ

l
ン
の
請
け
一
炭
し
)
請
求
権
」
、
も
っ
と
具

体
的
に
言
え
ば
、
「
授
封
(
な
い
し
レ
l
ン
の
請
け
戻
し
)
を
求
め
て
レ
l
ン
法
廷
で
訴
え
を
起
こ
す
権
利
」
、
ま
た
?
フ
ン
ト
法
」
の
部
に
お



!説

い
て
は
、
「
裁
判
審
理
上
(
特
に
証
明
手
続
上
)
の
権
利

を
i'1ei H 
す
用
例
が
目
立心
つ乙

れ

反
し
て

い
わ
ゆ
る
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」

主ム
ロ岡

(
つ
ま
り
、
疑
問
の
余
地
な
く
原
著
者
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
テ
キ
ス
ト
)
に
限
る
と
、
実
体
的
な
「
権
利
」
を
指
す
用
例
は
次
の
二
つ
に
す

ぎ
な
い
。
①
一
つ
は
、
今
も
(
非
自
由
人
で
あ
り
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
た
小
作
人
で
あ
る
)
ラ

l
テ
が
彼
等
の
土
地
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る

(ω) 

『

mnz。
②
今
一
つ
は
、
子
と
と
も
に
そ
の
所
領
に
暮
ら
し
て
い
る
寡
婦
と
結
婚
し
そ
の
所
領
に
入
っ
た
夫
が
妻
に
先
立
た
れ
た
時
、
(
本
来
、

(
削
)

妻
の
遺
産
に
は
相
続
権
を
も
た
な
い
)
夫
が
妻
の
(
建
物
お
よ
び
ゲ
ラ
l
デ
を
除
く
)
動
産
に
つ
い
て
取
得
す
る
お

nz。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
で

0
2
2
5向
R
Z
(、
水
小
作
権
)
の
語
が
お
そ
ら
く
右
の
①
の
用
例
と
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て

(
削
)

い
る
箇
所
が
争
φ
。
そ
こ
で
お

n
Z
を
含
む
合
成
語
に
つ
い
て
も
見
て
い
く
と
、

-
O
R
R
Z
の
語
は
(
八
箇
所
に
お
い
て
)
所
領

(H
レ
i
ン
)

に
対
す
る
実
体
的
支
配
権
を
指
す
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
、
特
徴
的
な
こ
と
に
、
こ
う
し
た
用
例
は
、
家
臣
が
実
質

的
に
レ

l
ン
と
し
て
の
完
全
な
支
配
権
を
も
っ
て
い
る
は
ず
の
お
与
円
(
何

)}g(正
規
の
レ

l
ン
)
に
関
し
て
は
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
姿
を
見

せ
る
の
は
、
(
本
来

-
n
R
E
Z
H
レ
l
ン
法
上
の
能
力
を
欠
く
)
婦
人
に
(
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
授
封
さ
れ
た
レ

l
ン
な
ど
、
家
臣
の
レ

i

(
剛
山
)

ン
に
対
す
る
権
利
に
な
に
が
し
か
制
約
や
問
題
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
体
的
な
意
味
で
の
「
権
利
」
を
指
す

B
n宮
の
語
に
関
す
る
こ
う
し
た
所
見
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
次
の
よ
う
な
同
心
円
を
描
い
て

見
る
と
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

最
も
内
側
の
円
は
代
々
世
襲
さ
れ
て
き
た
ア
イ
ゲ
ン
を
示
す
も
の
と
し
よ
う
。
こ
こ
に
は
、
持
主
の
実
質
的
支
配
権
が
最
も
強
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
(
お
よ
そ

)
8
n
Z
の
語
も
ま
た
(
占
有
権
と
い
う
合
意
を
も
っ
)
(
m
m
)
者
四
お
の
語
も
現
れ
な
い
。
そ
の
す
ぐ
外
側
、
第
二
の
円

は
、
法
廷
(
で
)
譲
渡
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
正
規
の
レ

l
ン
を
示
す
も
の
と
す
る
と
、
(
実
体
的
権
利
と
い
う
意
味
で
の

)
8
n
Z
の
語
は
姿

を
見
せ
な
い
が
、
そ
こ
は
(
占
有
権
と
い
う
含
意
を
も
っ
)
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ」

の
語
が
中
心
的
に
用
い
ら
れ
る
領
域
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

そ
の
外
側
、
第
三
の
円
は
、
本
来
レ

l
ン
法
上
の
能
力
を
欠
く
者
に
授
封
さ
れ
た
レ

l
ン
な
ど
(
な
に
が
し
か
)
問
題
の
あ
る
レ

l
ン
を
示
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す
も
の
と
す
る
と
、
そ
こ
で
は
(
「
ゲ
ヴ
ェ

I
レ
」
の
語
と
並
ん
で
)
(
実
体
的
な
権
利
を
意
味
す
る

)
W
R
R
Z
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
実

体
的
な
意
味
で
の
権
利
を
指
す

B
n
Z
の
語
は
、
よ
う
や
く
最
も
外
側
の
第
四
の
円
に
現
れ
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
ラ
l
テ
の
永
小
作
権
や

(
再
婚
し
た
亡
妻
の
所
領
に
入
っ
て
い
た
)
夫
が
亡
妻
の
所
領
内
の
動
産
に
つ
い
て
(
例
外
的
に
)
も
つ
権
利
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
同
心
円
が
わ
れ
わ
れ
に
語
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
(
実
体
的
)
権
利
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
近

代
人
が
期
待
す
る
の
と
は
む
し
ろ
正
反
対
に
、
実
質
的
支
配
権
の
強
い
も
の
に
つ
い
て
は
現
れ
ず
、
実
質
的
な
支
配
権
に
問
題
が
あ
り
、
よ

う
や
く
最
近
に
な
っ
て
か
ら
、
あ
る
い
は
、
例
外
的
に
「
権
利
」
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
ま
ず
成
立
す
る
。
右
の
同
心
円
の
示

す
発
展
の
方
向
も
、
内
か
ら
外
へ
で
は
な
く
、
外
か
ら
内
へ
向
か
っ
て
い
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
裁
判
(
権
)

|
|
こ
の
場
合
、
具
体
的
に
は
特
に
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
や
小
作
人
仲
間
の
裁
判
集
会
(
い
わ
ゆ
る
「
荘
園
裁
判
所
」
)
(
の
形
成
)
|
|
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
同
心
円
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
(
裁
判
権
と
し
て
の
)
法
が
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
、
ど
れ
だ

(
胤
)

け
物
を
把
え
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
具
象
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

結
び

l
i
近
代
法
へ
の
展
望

中世法の規範構造

き

ぱ

き

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
法
は
、
本
来
、
神
か
ら
託
さ
れ
た
裁
判
(
権
)
で
あ
り
、
こ
の
世
に
お
い
て
神
の
怒
り
・
神
の
審
判

(
H
罰
)
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
俗
法
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
を
裁
き
刑
罰
を
科
す
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
(
そ
れ

は
裁
判
権
レ
i
ン
と
し
て
順
次
授
封
さ
れ
る
)
と
そ
れ
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
の
裁
判
手
続
が
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

「法」

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
、
な
い
し
、
「
国
家
」
)
は
、
特
に
ア
イ
ゲ
ン
の
(
主
要
な
)
持
主
で
あ
る
参
審
自
由
人
の
社
会
的
特
権
を

北法49(3・29)525
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彼
等
の
「
(
生
得
の
)
法
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
訴
訟
手
続
上
の
特
典
と
化
し
な
が
ら
、
彼
等
を
も
っ
ぱ
ら
「
法
」
(
H
裁
判
権
)
の
担
い

手
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
「
法
」
(
H
「
国
家
」
)
の
指
導
理
念
・
推
進
力
と
な
っ
た
の
は
「
平
和
」
の
理
念
で
あ
り
、
当
時
「
法
」

三子'b.
長岡

が
手
に
し
え
た
(
ほ
と
ん
ど
)
唯
一
の
武
器
が
平
和
運
動
の
所
産
で
あ
っ
た
「
平
和
の
法
」
(
H
苦
痛
刑
の
体
系
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
効
果
的
に

適
用
す
る
た
め
の
(
現
行
犯
)
手
続
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
法
」
は
(
も
と
も
と
法
の
外
に
あ
っ
た
)
「
ア
イ
ゲ
ン
の
世
界
」
に
斬
り

こ
み
、
そ
れ
を
自
ら
の
中
に
取
り
こ
も
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
努
力
(
具
体
的
に
は
、

ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
係
争
、

さ
ら
に
持
主
が
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
に
お
け
る
介
入
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
法
」

の
手
は
ま
だ
ア
イ
ゲ
ン
そ
の
も
の
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
そ
の
端
緒
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
)
中
世
法
か
ら
近
代
法
へ
い
た
る
道
は
な
お
遠
く
、
前
途
に

は
幾
多
の
粁
余
曲
折
が
待
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
す
で
に
、
あ
ら
ゆ
る
(
重
要
な
)
紛
争
を
(
実

力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
)
「
法
」

(
H
裁
判
)
に
よ
っ
て
解
決
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
が
は
っ
き
り
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
と
り
わ
け

現
行
犯
手
続
を
通
じ
て
、
法
が
身
分
的
障
壁
(
H
身
分
別
の
「
法
」
お
よ
び
裁
判
籍
)
そ
の
も
の
を
超
え
て
い
く
兆
候
も
す
で
に
認
め
ら
れ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
見
ら
れ
る
中
世
法
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
様
相
お
よ
び
近
代
法
と
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

単
な
る
近
代
法
の
反
転
像
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
二
つ
の
点
で
は
す
で
に
近
代
法
へ
向
か
っ
て
の
歩
み
を
踏
み
出
し
て
お
り
、
近

(
防
)

代
法
に
も
継
承
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
近
代
法
に
い
た
っ
て
完
成
さ
れ
る
契
機
を
、
す
で
に
自
ら
の
う
ち
に
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

註
(
1
)
中
世
法

H
「
良
き
古
き
法
」
(
己
g
m
z
F
色
お

mong)
と
い
う
テ
i
ゼ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦
直
後
歴
史
学
者
フ
リ
ッ
ツ
・
ケ
ル
ン

に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
(
世
良
晃
志
郎
訳
『
中
世
の
法
と
国
制
』
、
一
九
六
八
年
、
創
文
社
)
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
大
方
の
歴
史
学
者
・
法
史
学
者
の
支
持

す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
半
世
紀
近
く
も
の
長
き
に
わ
た
り
根
本
的
な
異
論
を
見
な
い
ま
ま
学
界
に
君
臨
し
て
き
た
。
わ
が
国
で
も
特
に
世
良
日
光
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中世法の規範構造

志
郎
氏
に
よ
っ
て
祖
述
さ
れ
(
『
西
洋
中
世
法
の
理
念
と
現
実
」
(
一
九
九
一
年
、
創
文
社
)
所
収
の
諸
論
文
を
参
照
)
、
今
日
に
い
た
っ
て
も
な
お
そ
の

信
奉
者
を
失
っ
て
い
な
い
。

す
で
に
「
良
き
古
き
法
」
と
い
う
定
式
的
表
現
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
法
が
法
た
り
う
る
た
め
に
は

l
|
近
代
に
お
け

る
「
国
家
に
よ
る
制
定
」
に
代
っ
て

l
l
「
古
さ
」
と
「
良
さ
」
と
い
う
(
究
極
的
に
は
一
に
帰
す
る
)
一
一
つ
の
属
性
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
い
う

の
が
そ
の
最
も
基
本
的
な
命
題
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
古
き
法
は
新
し
き
法
を
破
る
、
百
年
の
不
法
は
一
瞬
た
り
と
も
法
で
な
い
、
法
は

(
人
為
的
に
)
制
定
す
る
こ
と
を
え
な
い
、
法
は
常
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
お
り
、
人
間
は
そ
れ
を
発
見
で
き
る
だ
け
で
あ
り
創
造
す
る
こ
と
を

え
な
い
、
法
は
究
極
的
に
は
神
に
淵
源
し
神
の
中
に
根
拠
を
も
っ
、
等
々
の
副
次
的
命
題
や
中
世
法
の
性
格
が
演
縛
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
中
世
法
が
近
代
法
の
否
定
態
・
反
転
像
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
ケ
ル
ン

の
テ
l
ゼ
に
は
も
う
一
つ
次
の
よ
う
な
基
本
的
命
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
に
お
い
て
は
各
自
の
も
つ
権
利

(
H
主
観
的
な
レ
ヒ
ト
)

が
そ
の
ま
ま
法

(
H
客
観
的
な
レ
ヒ
ト
)
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
が
そ
れ
で
あ
る
(
こ
の
命
題
が
「
良
き
古
き
法
」
と
い
う
定
式
と
必
ず
し
も
直
媛
に
結

び
つ
か
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
)
。
こ
の
命
題
を
前
述
し
た
派
生
命
題
と
結
び
合
わ
せ
る
と
、
中
世
に
お
い
て
は
各
自
の
も
つ
権
利
が
ー
ー
そ

の
総
和
が
法
で
あ
り
、
法
は
神
に
淵
源
し
人
為
的
変
更
を
許
さ
な
い
か
ら
ー
ー
そ
の
ま
ま
「
基
本
権
」
的
性
格
を
も
っ
、
と
い
う
理
解
が
生
ま
れ

る
(
こ
れ
が
、
ケ
ル
ン
の
言
う
「
中
世
の
国
制
」
(
こ
の
場
合
、
正
し
く
は
「
憲
法
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
)
の
理
論
的
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ

れ
た
い
)
。
こ
こ
で
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
(
「
権
利
」
(
の
総
和
)
と
等
置
さ
れ
た
)
「
法
」
が
(
近
代
法
と
同
じ
く
)
(
基
本
的
に
は
)
実
体
(
法
)
的

に
把
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
ケ
ル
ン
『
中
世
の
法
と
国
制
』
に
お
い
て
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
が
直
接
に
「
良
き
古
き
法
」
の
典
拠
と
し
て
引
証
さ
れ
て
い

る
箇
所
は
(
案
外
に
)
少
な
い
が
、
(
邦
語
文
献
の
中
で
は
)
た
と
え
ば
コ

l
イ
ン
グ
著
、
久
保
正
幡
・
村
上
淳
一
訳
「
近
代
法
へ
の
歩
み
』
(
一
九
六

九
年
、
東
大
出
版
会
)
を
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
た
と
え
ば
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
著
、
世
良
晃
志
郎
・
広
中
俊
雄
訳
『
ド
イ
ツ
私
法
概
説
』
(
一
九
六
一
年
、
創
文
社
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)
も
う
一
度
前
註

(
1
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
以
下
本
節
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)
明
町
田
門
的
n
y
E
p
a
吋
甲
山
吉
田
、

E-mgmNE
∞
包
ロ

O
B
∞。・。

o
Z『
室
内
伊
智
印
刷
・
〈
・
穴
・
閉
山
田
。

a
g開
F
T
3
ま
・
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
は
そ
の
邦
語
版
で
あ
る
。

(6)
私
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
に
お
け
る
「
法
」
に
関
連
し
て
「
規
範
構
造
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
場
合
、
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
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説

に
つ
い
て
は
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
一
一
一
一
一
一
一
具
、
註

(
l
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
右
の
「
主
要
文
献
略
語
表
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
四
・
一
に
よ
れ
ば
、
パ
ピ
ロ
ン
に
興
っ
た
帝
国
が
、
ペ
ル
シ
ヤ
|
|
ギ
リ
シ
ャ
を
経
て
ロ

l
マ
に
伝
承
さ
れ
た
、
と
し
て
い

る
。
こ
の
ロ

l
マ
帝
国
が
(
理
念
上
)
現
在

(
H
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
成
立
当
時
)
も
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
の
視
野
に
入
っ
て
い
る
「
国
家
」
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
意
味
で
の
「
(
ロ

l
マ
)
帝
国
」
全
体
で
は
な
く
、
(
四
つ
の
部
族
か
ら
成
る
)

「
(
ド
イ
ツ
)
王
国
」
で
あ
る
。
次
註

(
9
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
9
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
・
一
。
な
お
、
こ
こ
で
は
(
か
つ
て
独
立
の
王
国
で
あ
っ
た
)
こ
れ
ら
の
部
族
が
「
ロ

l
マ
人
に
征
服
さ
れ
た
」
と
し
て
、

前
註

(8)
で
述
べ
た
「
(
ロ
l
マ
)
帝
国
」
と
の
連
続
性
が
(
そ
れ
と
な
く
)
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
(
ザ
ク
セ
ン
人
の
法
)
「
序
詩
|
|
対
韻
匂
形
の
|
|
L
、
一
人
O
行
、
(
「
序
言
」
)
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
九
・
二
。
(
シ
ユ
ヴ
7
1
ベ
ン
人
の
法
)
ラ

ン
ト
法
一
・
一
八
・
一
、
一
・
一
九
・
二
。
(
フ
ラ
ン
ク
人
の
法
)
ラ
ン
ト
法
=
了
五
四
・
四
。
な
お
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
(
の
法
)
に
つ
い
て
は
、
ラ

ン
ト
法
一
・
一
二
O
を
参
照
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
O
、
三
・
一
三
二
・
五
。

(
ロ
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
臆
罪
金
・
人
命
金
の
序
列
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
そ
こ
に
は
、
い
わ
ば
参
審
自
由
人
の
上
に
、
(
聖
俗

の
)
諸
侯
と
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
が
現
れ
る
。
し
か
し
、
参
審
自
由
人
は
(
後
述
す
る
よ
う
に
)
臆
罪
金
・
人
命
金
が
後
二
者
と
同
額
な
だ
け
で
な

く
(
以
上
、
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
二
、
裁
判
権
レ

l
ン
を
も
ち
う
る
の
は
(
諸
侯
や
グ
ラ
l
フ
が
そ
れ
を
受
封
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
の
に
)
参
審

自
由
人
の
み
と
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
こ
か
ら
、
出
生
身
分
と
し
て
は
諸
侯
や
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
も
参
審
自
由
人
に
含
ま
れ
る
、

と
解
さ
れ
る
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
一
。

(

凶

)

四

m
g
B
E
(。仏・

-En)
の
所
出
箇
所
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一
一
一

1
四
頁
を
参
照
。

(
日
)
「
自
由
人
の
法
(
に
従
っ
て
)
」

(E
〈
江
町
田
自
由
ロ
ロ
g
B
n
y
g
)
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
一
、
三
・
五
六
・
一
(
こ
の
う
ち
前
者
は
、
実
質
的
に
は

参
審
自
由
人
に
、
ま
た
後
者
は
ピ
l
ア
ゲ
ル
デ
ま
た
は
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
か
ら
選
ば
れ
る
フ
ロ
l
ン
ボ
l
テ
)
に
か
か
わ
る
)
、
「
自
由
人
で
あ
る
ラ
ン

ト
ザ
ツ
セ
の
法
」
(
〈
ユ
g
g
E
8
8ロ
B
S門
)
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
ム
ハ
・
一
、
三
・
八
0

・
二
、
「
彼
等
の
法
を
喪
失
し
た
ラ
l
テ
(
か
ら
)
」
(
〈
自

己

B
E
g
-
仏何回目

W
5
2
R
n
z
g
(
「
テ
キ
ス
ト
」
に
占

Z
R
n
z
g
と
あ
る
の
は
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
)
自
由

5
0『
2
2
E。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
以
外
の
身

三三h
ollD 
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分
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
「
家
人
の
法
(
に
つ
い
て
)
」
(
〈
E
R
H
2
2
z
a
n
B
S
B
)
、
ラ
ン
ト
法
三
・
四
二
・
二
(
な
お
、

レ
l
ン
法
六
三
・
二
の
〈
E
R
5
0
5
n
F
R
も
こ
れ
と
同
じ
も
の
を
指
す
)
、
「
灰
色
の
修
道
士
の
法
」
(
開
叫
担
当
2

5
。
器
官

g
n
F同
)
、
ラ
ン
ト
法
一

二
五
・
三
。

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
後
述
す
る
「
各
人
生
得
の
法
(
そ
の
こ
|
|
自
白
人
の
裁
判
籍
」
(
三
・
(
五
)
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
げ
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
ロ
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
四
、
三
・
四
五
・
六
。

(
ゆ
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
七
。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
九
、
三
・
四
五
・
一
一
。

(
幻
)
わ
が
国
に
お
い
て
中
世
の
平
和
運
動
(
日
神
の
平
和
・
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
)
の
歴
史
的
意
義
に
最
初
に
着
目
し
た
の
は
、
堀
米
庸
三
氏
で
あ
っ
た

(
「
中
世
後
期
に
お
け
る
国
家
権
力
の
形
成
」
、
「
戦
争
の
意
味
と
目
的
」
、
「
自
由
と
保
護
|
|
ラ
ン
ト
フ
リ
i
デ
研
究
の
一
序
論
」
、
い
ず
れ
も
堀
米
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
世
界
の
構
造
』
(
一
九
七
六
年
、
岩
波
書
庖
)
所
収
)
。
こ
れ
ら
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
石
川
「
神
の
平
和
|
|
中
世
に
お
け
る
平
和

運
動
の
成
立
と
そ
の
屈
折
|
|
」
、
「
歴
史
教
育
」
二
の
八
、
一
九
五
同
年
、
「
ド
イ
ツ
中
世
の
平
和
運
動
に
お
け
る
「
公
共
性
の
理
念
」
」
(
二
・

(
二
)
、
「
歴
史
学
研
究
」
一
七
二
・
一
七
三
、
一
九
五
四
年
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
こ
の
点
な
ら
び
に
以
下
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
「
法
の
記
録
と
法
の
現
実

l
l
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
事
例
」
(
ク
レ
ツ

シ
ェ
ル
「
ゲ
ル
マ
ン
法
』
所
収
)
、
一
七
五
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
二
・
一
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
法
の
生
成
」

(
1
)
を
も
参
照
。

(M)
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
こ
の
点
な
ら
び
に
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
最
終
講
義
」
、
八
三
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
こ
こ
で
「
(
約
)
」
と
し
た
の
は
、
形
容
認
か
名
調
か
簡
単
に
決
め
ら
れ
な
い
箇
所
が
幾
つ
か
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
幻
)
「
序
一
言
」
の
こ
の
件
お
よ
び
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
相
続
法
」
、
一

O
九
七
頁
以
下
、
「
法
の
生
成
」
(
叩
)
、
「
裁
判
(
権
)
」
、

参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
。

(
却
)
以
下
に
つ
い
て
は
、

中i町去の規範構造

石
川
「
裁
判
(
権
)
」
で
詳
述
し
て
お
い
た
。

五
頁
以
下
を
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(却

)
Z
E
E
d〈〉
-
U
W
5
5
5
g
g窓
口
ア
∞

-
E
-
に
お
い
て
、
こ
れ
に
該
当
す
る
箇
所
は
、

E
〉

σ
q
g
(
H
E由
者
。
ロ
官
コ
円
E
S
E
-
G
E
m
-
E
G
g

玄
白
-
明
白

σ
g
z
n
S
F
Z
B
ロ
ロ
円
仏

g
R
2
2円四
nzcFnzm

。OB
u
Z
N
Z
σ
R
m
R
E
S
-
σ
仲
間
宮
内
包
ロ

g
明
白
ロ
・
君
。

m
E
n
y
N
O
E
m
〈。

B

Eロ
ヂ

E
E

-
o
Z
B
n
z
z
n
F
g

。m丘町
宮
内
位
。

m
a
m
-己・
3

(

前
稿
「
中
世
法
と
近
代
法
」
(
『
ド
イ
ツ
近
代
法
史
事
典
』
、
東
大
出
版
会
か
ら
公
刊
予
定
)
(
初
校
)
に
お
い

て
は
、
「
こ
の
語
が
レ
l

ン
法
上
の
裁
判
所
だ
け
を
指
す
こ
と
は
な
く
、
他
の
筒
所
は
す
べ
て
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
(
裁
判
管
区
な
ど
)
を
指
し
て
い
る
(
た

だ
し
、
一
箇
所
だ
け
は
レ
l
ン
法
上
の
そ
れ
を
も
含
む
こ
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
例
外
的
に
「
レ
l
ン
法
上
の
裁
判
所
を
も
含
む
」
と
考
え
て

い
た
の
は
、
レ

l
ン
法
一
九
・
二
で
さ
『
官
ミ
♀
R

と
言
わ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、

Z
E穴
〉
者
〉
・

0
8

。2n
Z
執
筆
の
際
に
再
考
し
た

結
果
、
こ
の
レ
l
ン
法
一
九
・
二
も
も
っ
ぱ
ら
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
の
み
に
か
か
わ
る
(
従
っ
て
、
右
の
よ
う
な
「
例
外
」
は
存
在
し
な
い
)
、
と

い
う
結
論
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

Z
E
E
3・
ua
。
包
n
z
u
-
昌
之
内
お
よ
び
、
「
裁
判
(
権
)
」
、
二
四
頁
以
下

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
汎
)
石
川
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
、
一
六
O
九
頁
以
下
。

(
詑
)
こ
の
こ
と
は
、
究
板
的
に
は
、
従
来
一
般
に
行
わ
れ
て
き
た
そ
の
教
科
書
的
定
義
が
い
わ
ば
消
去
法
に
も
と
づ
く
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
な
も
の
に
す
ぎ

ず
、
中
世
法
の
規
範
構
造
に
即
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
定
義
は
か
つ
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

石
川
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
、
一
六
O
八
頁
、
お
よ
び
、
註

(
4
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
レ
l
ン
法
六
九
・
八
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一

l
二
頁
、
「
補
論
」
、
四
九
二
頁
以
下
、
「
最
終
講
義
」
、
八
二
八
頁

以
下
、
「
法
の
生
成
」

(8)
、
「
裁
判
(
権
)
」
、
二
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
鈍
)
(
ほ
ぽ
)
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
で
は
、
こ
の
「
首
」
に
該
当
す
る
箇
所
は
「
(
あ
ら
ゆ
る
人
の
)
生
命
(
に
関
す
る
と

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「
首
」
・
「
生
命
」
は
い
す
れ
も
(
平
和
運
動
の
所
産
で
あ
る
)
「
苦
痛
刑
」
を
代
表
す
る
「
首
刑
」
・
「
生
命
刑
」
、
す

な
わ
ち
「
死
刑
」
を
意
味
し
て
い
る
。

(
お
)
前
註
(
悦
)
を
参
照
。

(
お
)
石
川
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
」
、

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
。

(
お
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
一
。

説
告ふ
両aH
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中jlt法の規範機造

(ω)
ラ
ン
ト
法
=
一
・
五
二
・
三
。

(
社
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
一
、
レ
l
ン
法
六
一
・
一
。

(
必
)
因
み
に
、
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
(
前
註
(
お
)
参
照
)
は
、
「
国
王
を
人
は
、
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
レ

1
ン
に
関
す
る
、
な
ら
び
に
、
あ
ら
ゆ
る

人
の
生
命
に
関
す
る
裁
判
官
に
選
ぶ
」
と
い
う
文
章
で
始
ま
り
、
右
の
本
文
で
引
用
し
た
箇
所
に
続
い
て
い
る
。
こ
れ
を
|
|
特
に
前
置
詞

ミ
ミ
(
H
Z
Z
『
)
の
位
置
に
注
意
し
な
が
ら
|
|
前
出
レ

l
ン
法
六
九
・
八
(
前
註
(
お
)
に
対
応
す
る
本
文
)
と
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
こ
と

が
判
る
。
レ

l
ン
法
六
九
・
八
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
王
の
も
つ
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
と
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
権
が
主
題
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ゲ
ン
と
レ
l
ン
(
つ
ま
り
、
土
地
H
所
領
)
に
関
す
る
裁
判
権
が
一
括
さ
れ

た
上
で
、
そ
れ
と
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
が
対
比
さ
れ
、
以
下
の
主
題
は
後
者
に
移
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
つ

い
て
は
、
石
川
「
補
論
」
、
四
九
五
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
相
続
法
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叫
)
レ
l
ン
法
六
一
-
一
一
(
「
ま
た
、
な
ん
び
と
も
、
裁
判
権
を
(
レ
l
ン
と
し
て
)
受
領
す
る
以
前
に
は
、
裁
く
こ
と
を
え
な
い
こ
。
な
お
、
裁
判
権
レ
1

ン
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
六
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
羽
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
法
の
生
成
」

(
9
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
M
W
)

ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
五
。
な
お
、
国
王
罰
令
権
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
補
論
」
、
四
九
八
一
良
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
訂
)
し
か
も
、
没
収
さ
れ
た
レ

i
ン
も
、
レ
ー
ン
法
上
、
(
事
実
上
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
多
く
の
場
合
)
家
臣
に
よ
っ
て
引
き
戻
す
(
あ
る
い
は
、

請
け
戻
す
)
こ
と
が
で
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
二
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
必
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
一
。

(
的
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
1
一
・
二
・
因
。

(
叩
)
な
お
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
に
は
、
現
行
犯
を
裁
く
た
め
に
「
突
然
の
事
件
ご
と
に
」
選
ば
れ
る
者
と
、
(
あ
ら
か
じ
め
)
任
期
を
定
め
て
選
ば
れ
る

者
と
が
あ
る
が
、
二
三
世
紀
後
半
の
補
遺
に
か
か
る
部
分
で
は
、
(
グ
ラ
1

フ
か
ら
)
裁
判
権
を
授
封
さ
れ
た
ゴ

i
グ
ラ
l
フ
が
「
正
規
の
」
そ
れ

で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
(
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
七
頁
以
下
、
お
よ
び
、
註
(
幻
)
を
参
照
)
。
特
に
こ
の
補
遺
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
は
(
も
と
も
と
)
グ
ラ
l
フ
に
直
属
し
て
お
り
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
は
、
グ
ラ
l
フ
↓
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
↓

ゴ
i
グ一フ
l
フ
(
な
い
し
フ
ォ
ー
ク
ト
)
と
い
う
単
線
的
な
系
列
で
は
な
く
、
グ
ラ
l
フ
↓
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
、
グ
ラ
l
フ
↓
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
な
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い
し
フ
ォ
ー
ク
ト
)
と
い
う
複
線
的
系
列
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
日
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
(
な
い
し
裁
判
集
会
)
と
し
て
、
他
に
以
下
の
も
の
が
姿
を
見
せ
る
。
「
(
教
会
)
フ
ォ
ー

ク
ト
の
裁
判
集
会
」
H
教
会
領
の
場
合
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
に
代
わ
っ
て
、
こ
の
フ
ォ
ー
ク
ト
の
裁
判
集
会
が
そ
れ
と
同
列
に
現
れ
る
。

た
だ
し
、
フ
ォ
ー
ク
ト
に
は
、
(
お
そ
ら
く
彼
等
が
教
会
領
主
に
代
わ
り
流
血
裁
判
権
を
行
使
し
た
こ
と
か
ら
)
国
王
罰
令
権
を
授
与
さ
れ
て
い
る
者
も

あ
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
四
)
。
「
マ
ル
ク
(
グ
ラ
l
フ
)
の
裁
判
集
会
」

H
こ
れ
は
「
自
己
自
身
の
権
力
に
よ
っ
て
」
関
か
れ
、
参
審
自
由
人

以
外
の
者
の
犯
罪
を
も
裁
く
(
ラ
ン
ト
法
三
・
六
五
・
こ
。
ま
た
、
マ
ル
ク
グ
ラ
l
フ
は
グ
ラ
l
フ
(
及
び
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
)
に
裁
判
権
を
授
封
す

る
こ
と
が
あ
る
が
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
二
・
六
、
一
・
五
八
・
こ
、
そ
の
裁
判
集
会
の
裁
判
所
構
成
法
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多
い
。

も
う
一
つ
、
「
小
作
人
仲
間
三
器
開

B
O
R
H
N
s
a
g
s
m
g
)
の
裁
判
集
会
」
が
レ
l
ン
法
六
人
・
五
に
姿
を
見
せ
る
。
(
自
由
人
で
あ
る
)
ラ
ン

ト
ザ
ツ
セ

(
H
所
領
に
生
ま
れ
て
つ
い
て
い
な
い
小
作
人
)
は
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
(
な
い
し
フ
ォ
ー
ク
ト
)
の
裁
判
集
会
に
参
加
す
る
か
ら
、
も
し
こ
れ

が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
集
会
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
(
非
自
由
人
で
あ
る
)
ラ
l
テ

(
H
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
た
小
作
人
)
が
こ
れ
に
参
加
す
る
も
の
と

推
定
さ
れ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
領
、
王
H
小
作
人
関
係
は
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
で
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
ラ
ン
ト
法
に
属
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
小
作
人
仲
間
の
裁
判
集
会
」
は
「
レ

i
ン
法
」
の
部
に
現
れ
、
し
か
も
、
上
級
主
君
↓
主
君

(
H
領
主
)
↓
小
作
人
と
い
う
(
い
わ
ば
レ
l
ン
法
の
)
系
列
上
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、
直
ち
に
こ
れ
を
「
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
集
会
」
と
(
断
じ
、

小
作
人
の
う
ち
ラ
l
テ
の
み
が
参
加
し
た
と
)
断
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
0
・三。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
二
、
一
・
二
・
三
。
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
註
(
川
)
参
照
。

(M)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
、
三
・
四
五
・
六
。

(
日
)
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
一
一
頁
以
下
。

(
回
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一
一
一
頁
の
叙
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
町
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
一
(
前
註
(
ロ
)
を
参
照
)
。

(
回
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
一
・
二
。

(
印
)
同
上
お
よ
び
ラ
ン
ト
法
三
・
一
九
。

(ω)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
一
・
四
。
な
お
、
コ
一
・
二
六
・
二
を
も
参
照
。

主主£恥

石岡
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(
臼
)
(
法
廷
)
決
闘
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
一

l
一
一
一
一
一
頁
。
お
よ
び
、
註
(
防
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
臼
)
「
彼
(
等
)
の

B
n
E
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
お
よ
び
「
彼
等
の
お
n
Z
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
え
な
い
者
」
に
つ
い
て
は
、

註
(
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
と
り
わ
け
∞
5
8
n
Z
(仏
旬

g
o
a
-
E
〈
。
お
)
告
ロ
と
い
う
定
型
的
表
現
(
ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
二
、
二
-
一
二
・
七
、
二
-
五
・
三
、
二
・
五
・

五
、
=
了
七
一
・
一
、
レ
l
ン
法
一
九
・
こ
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
制
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
ご
。
こ
の
点
、
お
よ
び
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
円
。
n
Z
Z丘
、

れ
た
い
。

(
臼
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
、
一
・
四
回
、
一
・
四
三
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
三
・
一
六
・
二
。

(
肝
)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
九
。

(
侃
)
こ
の
点
、
お
よ
び
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
平
和
と
法
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
九
、
三
・
コ
工
ハ
・
二
、
三
・
四
五
・
一
一
。

(
叩
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
二
・
一
以
下
。

(η)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
五
・
二
。

(η)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
八
・
一
、
一
・
一
一
一
八
・
二
。

(
刀
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
平
和
と
法
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
引
け
)
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0
・一。

(
布
)
以
上
、
ラ
ン
ト
法
一
・
六
二
・
一
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、

(
花
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
二
、
一
・
五
七
。

(
打
)
以
上
、
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・=一。

(
沌
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
一
・
一
一
一
1
五。

(
河
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
・
一
、
三
・
三
四
・
一
。

(
加
)
ラ
ン
ト
法
一
・
六
六
・
二
、
一
・
六
八
・
五
。
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石
川
「
『
m
n
Z
Z∞」、

お
よ
び
、
「
裁
判
(
権
)
」
、

一
五
頁
以
下
を
参
照
さ

石
川
「
法
の
生
成
」

(
l
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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(
別
)
ラ
ン
ト
法
一
・
七
0
・
一
一
一
、
(
特
に
強
姦
の
訴
え
に
関
し
)
二
・
六
四
・
一
、
お
よ
び
、
(
強
奪
さ
れ
た
物
に
関
し
)
二
・
六
四
・
四
。

(
回
)
ラ
ン
ト
法
二
・
三
六
・
二
。
な
お
、
ア
ネ
フ
ァ
ン
グ
手
続
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
三
O
頁
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
出
)
ラ
ン
ト
法
三
・
三
五
・
一
。

(
剖
)
前
註
(
引
け
)
に
挙
げ
た
ラ
ン
ト
法
二
・
一

0

・
一
が
、
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
た
者
を
い
わ
ば
「
即
座
に
」
処
刑
す
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
後
代
の
補
遺
に
か
か
る
条
項
で
は
あ
る
が
、
ラ
ン
ト
法
一
二
・
八
八
・
二
と
三
で
地
方
的
追
放
中
に
捕
え
ら
れ
た
者
の

「
据
罪
」
(
明
星
ロ
呂
町
)
の
手
続
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
た
の
ち
、
同
条
凹
で
は
、
「
地
方
的
追
放
に
処
ら
せ
れ
て
い
な
い
者
で
も
、
犯
罪
の
か
ど
で

現
行
犯
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
た
者
」
に
つ
い
て
、
(
同
条
一
子
と
)
河
じ
手
続
が
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
を
参
照
。

(
部
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
一
一
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
法
の
生
成
」

(
2
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
剖
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
お
よ
び
、
「
補
論
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
肝
)
一
フ
ン
ト
法
一
・
五
二
・
一
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
法
の
生
成
」

(
5
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
槌
)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
四
・
一
。

(
的
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
六
・
一
二
。

(
卯
)
ラ
ン
ト
法
二
・
七
O
。
な
お
、
こ
の
条
項
、
お
よ
び
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
三
五
頁
以
下
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
引
)
石
川
「
補
論
」
、
五
一
四
頁
、
お
よ
び
、
註
(
別
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
位
)
ラ
ン
ト
法
一
-
一
一
一
八
・
二
。

(
回
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
九
・
一
。

(
叫
)
ラ
ン
ト
法
一
・
八
・
一
。

(
伺
)
ラ
ン
ト
法
三
・
一
二
三
・
四
、
三
・
二
一
一
二
・
三
。

(
何
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
お
よ
び
、
「
補
論
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
引
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
最
終
講
義
」
、
八
三
三
頁
以
下
に
お
い
て
も
、
そ
の
概
要
を
述
べ
て
お
い
た
。

(
伺
)
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
註

(m)
で
は
、
レ
ー
ン
法
=
一
七
・
二
、
七
一
・
九
を
「
実
体
的
権
利
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
」
と
し

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
お
い
て
も
お
n
Z
の
語
は
、
突
き
つ
め
て
い
く
と
、
む
し
ろ
手
続
法
上
の
権
利
(
な
い
し
請
求
権
)
を
意
味
し
て
い
る
。

(
卯
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
四
・
三
。

:t:h. 
日間
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(
川
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
六
・
二
。

(
山
川
)
ラ
ン
ト
法
三
・
七
九
・
一
。
な
お
、
レ
l
ン
法
七
三
・
二
(
そ
こ
で
は
巳
5
5
n
Z
の
語
が
「
賃
料

(
H
小
作
料
)
納
入
義
務
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
)
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
「
永
小
作
権
」
が
小
作
人
の
(
長
年
に
わ
た
る
)
土
地
へ
の
緊
縛
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

(
前
註
(
日
)
で
述
べ
た
)
レ

l
ン
法
六
八
・
五
の
「
小
作
人
仲
間
の
裁
判
集
会
」
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
義
務
か
ら
権
利
へ
の
転
化
の

契
機
が
お
そ
ら
く
小
作
人
仲
間
の
裁
判
集
会
(
い
わ
ゆ
る
「
荘
園
裁
判
所
」
)
の
形
成
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
ど
が
推
定
さ
れ
る
。

(
問
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
、
一
六
一
七
1
一
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
後
者
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
川
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
胤
)
こ
こ
で
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
債
務
法
、
特
に
契
約
法
に
つ
い
て
二
言
し
て
お
き
た
い
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
も
、
約

定
(
な
い
し
誓
約
)
(
H
契
約
)
は
堅
く
ん
す
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
大
原
則
が
厳
存
す
る
。
し
か
し
、
「
法
廷
で
」
結
ん
だ
も
の
で
な
い
限

り
、
「
そ
れ
が
い
か
に
周
知
な
も
の
で
あ
っ
て
も
」
、
後
に
相
手
方
が
単
独
の
宣
誓
を
も
っ
て
そ
れ
を
否
認
(
な
い
し
撤
凶
)
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
抗

す
る
手
段
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
(
ラ
ン
ト
法
一
・
七
、
一
・
一
人
・
二
)
0

と
こ
ろ
が
、
フ
ェ

l
デ
和
解
の
た
め
賠
償
金
お
よ
び
フ
ェ

l
デ
終
結
に

関
し
て
だ
け
は
、
法
廷
外
で
結
ぼ
れ
た
契
約
に
も
法
廷
で
結
ぼ
れ
た
そ
れ
に
準
ず
る
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
八
・
二
一
)
。
ま
た
、

(ブェ

l
デ
の
際
に
)
相
手
方
の
捕
虜
に
な
っ
た
者
は
、
虜
因
中
の
(
多
く
の
場
合
、
相
手
方
に
強
制
さ
れ
て
結
ば
れ
た
)
契
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
が
、

フ
ェ

l
デ
終
結
の
約
定
ま
た
は
宣
誓
だ
け
は
例
外
と
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
四
一
-
二
)
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ

ル
に
お
け
る
契
約
法
な
い
し
債
務
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
(
単
に
契
約
や
債
務
行
為
が
実
体
的
に
未
発
達
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
)
裁
判
権

と
し
て
の
「
法
」
、
と
り
わ
け
「
平
和
」
と
の
関
連
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
す
わ
け
に
い
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
判

る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
二
三
一

i
二
頁
、
お
よ
び
、
註
(
あ
て
「
裁
判
(
権
)
」
、
一
四
1
一
五

頁
、
「
法
の
生
成
」

(
4
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
防
)
最
後
に
念
の
た
め
に
一
言
す
る
と
、
以
上
に
そ
の
骨
格
を
述
べ
て
き
た
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
法
」
は
、
そ
の
ま
ま
当
時
の
ザ
ク
セ
ン

に
お
け
る
法
の
現
実
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
は
む
し
ろ
著
者
ア
イ
ケ
の
一
貫
し
た
法
的
論
理
構
成

を
も
と
に
し
て
描
き
上
げ
ら
れ
た
「
法
学
作
品
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
成
立
当
時
に
お
い
て
は
現
実
か
ら
の
距
離
は
決
し
て
小
さ
く
は

な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
同
書
(
少
な
く
と
も
そ
の
主
要
部
分
)
は
、
中
世
後
期
を
通
じ
て
次
第
に
「
ザ
ク
セ
ン
普
通
法
」
と
見
な
さ
れ

る
に
い
た
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ザ
ク
セ
ン
の
法
の
現
実
に
影
響
を
与
え
そ
れ
を
動
か
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
(
そ
の
際
、
(
従
来
の
通
説
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説論

の
立
場
か
ら
は
)
意
外
な
こ
と
に
、
ロ
ー
マ
法
学
、
特
に
そ
の
法
源
論
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
「
法
の
記
録
と
法
の

現
実
|
|
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
事
例
」
(
『
ゲ
ル
マ
ン
法
』
所
収
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
中
世
後
期
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l

ゲ
ル
の
影
響
下
に
生
ま
れ
た
法
史
料
を
、
同
書
に
見
ら
れ
る
法
命
題
・
法
制
の
う
ち
ど
れ
を
い
か
な
る
変
容
を
加
え
た
上
で
継
承
し
て
い
る
か
、

さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
う
し
た
加
工
・
変
容
に
よ
っ
て
向
書
に
お
け
る
「
法
」
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
、
を
検
討
す

る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
(
同
時
に
ま
た
興
味
深
い
)
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
(
因
み
に
、
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
関
す
る
通
説
の
基
礎
を
築
い
た
宅
・
開
・

〉
戸
回
目

Q
P
U
E
C
O君
。
目
色
m
O
E
E
-印
刷

g
ι
2
白

-ggロ
品
。
z
z
n
F
E
r
n
F
E
E
n
z
F
お
お
、
特
に
そ
の
脚
註
に
挙
げ
ら
れ
た
史
料
は
、
そ
う
し
た
課
題
の
た
め
の

貴
重
な
手
が
か
り
を
含
ん
で
い
る
、
と
思
わ
れ
る
)
0
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THE HOKKAIDO LA W REVIEW 

Vol. XLlX NO.3 (1998) 

SUMMARY OF  CONTENTS 

Die innere Struktur des mittelalterlichen Rechts. 

Das Beispiel des Sachsenspiegels. 

Takeshi ISHlKA W A * 

Dieser Aufsatz ste¥lt eigentlich ein巳 japanischeFassung meiner deutschen Ab-

handlung dar， die in: Funktion und Form. Que¥lerト undMethodenprobleme der 

mittelalterlichen Rechtsgeschichte， hrsg. v. K. KROESCHELL / A. CORDES， 1997， 

gedruckt worden ist. So durfte ich diese deutsche Zusammenfassung moglichst kurz 

verfassen， um interessierende Leser darum zu bitten， unmittelbar an das deutsche 

Original heranzugehen. 

1. Zur Einleitung. 

1. Die herrschende Lehre. 

In der Deutschen Rechtsgeschichte sowi巴 imDeutschen Privatrecht wird der 

Sachsenspiegel nicht nur als das wichtigste d巴rdeutschen Rechtsbucher， sondern auch 

als das klassische Beispiel des alteren oder mittelalterlichen Rechts schlechthin 

angesehen. Besonders zu bemerken ist dabei folgendes目 Wiedie Systematik der 

Darste¥lung in den Lehr-und Handbuchern des Deutsch巴nPrivatrechts deutlich genug 

zeigt， ist das詰lt巴r巴 odermittelalterliche deutsche Recht materiell.rechtlich erfast 

worden 

2. Die Gewere. 

Im Jahre 1986 untersuchte ich in meinem Aufsatz uber“Die Gewere im 

* Professor (emeritus) an der Hokkaido Universit詰t.
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Sachsenspiegel" (in: Festschrift fur H. Thieme zu seinem 80. Geburtstag， hrsg. v. K 

KROESCHELL)巴rsch句fendalle Stellen im Sachsenspiegel， wo das Wort (ge)were 

vorkommt. Danach kann die Gewere in diesem Buch k巴ineswegsin erster Linie den 

Besitz b巴deuten，wie es die herrschende Lehre angenommen hat. Vielmehr ist sie der 

Rechtstitel zum Besitz eines gerichtlich aufgelassenen Eigens oder eines rechten Lehns. 

Erst mit Hilfe der Gewere in diesem Sinne kann der Besitz der beiden Guter dem eines 

Eigens im eig巴ntlichemSinne ann語hem.

Das war der Ausgagspunkt meiner Untersuchungen， die Schlusselbegriffe im 

Rechtsbuch mit gleicher M巴thodeuberprufen und sich das Herausfindn der inneren 

Struktur des Rechts im Sachsenspiegels als Endzi巴1setzen. Obwohl diese Unter-

suchungen noch nicht vollendet sind， kann ich doch aufgrund meiner bisherigen 

Untersuchungen eine ziemlich genaue Zwischenbilanz zieh巴n.

II. Gegebenheiten fur das mittelalterliche Recht. 

Sicher w誌rees nicht schwierig， im Sachsenspiegel eine Reihe von archaischen 

Rechtssatzen und -instituten zu finden. So mochte auch ich zunachst hierfur einige 

wichtige Beispiele anfuhren‘ 

1. Das Recht nach Stammen und St品nden.

Nach dem Sachsenspiegel besteht das (Deutsche) Reich aus vier Stammen， die einst 

jeweils ein selbstandiges Konigtum waren， n品mlichaus den Sachsen， den Bayem， den 

Franken und den Schwaben. In der Entstehungszeit uns巴resRechtsbuchs war die 

Landesherrschaft eben im Begriff， zu entstehen und sich entwichk巴ln.Vor diesem 

Hintergrund ist das Bild vom Reich im Rechtsbuch recht archaisch. 

Noch wichtiger ist jedoch， das jeder Angehりrigeder St詰mmeauser Leibeigenen das 

Recht， das nicht nur je nach den S凶mm巴n，sondem auch je nach den St加denver-

schieden ist， inne hat. Er ist sozusagen in dieses Recht hineingeboren 

2. Die Bus-und Wergeldordnung. 

In den Volksrechten der frankischen Zeit war das Bus-oder Kompositionssystem 

vorherrschend. Man bezeichnet sie deshalb manchmal als Busenkataloge. Zweifels-

ohne st巴lltealso das Bus-und Kompositionssystem eine辺tereInstitution dar， die 

sp語t巴stensseit der fr託nkischenZeit bestand 

Auch im Sachsenspiegel ist eine Ordnung der Buse und des Wergeldes， die dem 

北法49(3・271)767 H 



Vol. XLlX No.3 (1998) The Hokkaido Law Rcview 

st詰ndisch巴nRecht entspricht， zu finden. Nicht zu ubersehen ist jedoch， das diese誌lter巴

Bus-und Wergeldordnung nicht allein steht， sondern daneben auch das neuere System 

der peinlich巴nStrafe vorkommt， eine Erscheinung， deren Bedeutung noch unten zu 

erortern 1St. 

3. Der Grundsatz: Wo kein Kl詰ger，da kein Richter. 

Ein Artikel des Landrechts besagt wie folgt:“Niemand darf zur Klage， die er nicht 

begonnen hat， g巴zwungenwerden. Jeder kann von seinem 5chaden schweigen， solange 

er es wi¥l'¥Zu bemerken ist dabei， das mit diesem Schaden nicht nur ein zivil-

rechtlicher， sondern auch巴instrafrechtlicher gemeint ist. 1m Sachsenspiegel gilt also 

nach wie vor der altere Grundsatz: Wo kein Klager， da kein Richter. 

In der Entstehungszeit unseres RechtsbuChs hatte die Bewegung zur Bek員mpfungder 

Fehde durch Gottes-und Land仕ied巴nber巴1tS巴ineziemlich lange Geschichte hin-

ter sich. Aber der Weg zum allgem巴inenFrieden w紅 immernoch sehr weit. Anders 

gesagt， war der Fehdegang neben d巴mRechtsgnag immer noch als Mittel zur Ver-

teidigung oder Verwirklichung eines eigenen Rechts anerkannt. 

4. Die Welt des Eigens. 

1m 5achsenspiegel kommt ein Gut (oder ein Grundstuck)， das als Eigen bez巴ichnet

ist， ofters vor. Nach dem Befund unseres Rechtsbuchs ist dieses Eigen im Gegensatz 

zum Lehn oder Zinsgut kein Leihegut， sondern ein eigenes Gut， und zwar eigentlich ein 

Gut， das dem lnhaber von seinen V託ternvererbt wurde und auf seine Enkel zu vererben 

ist. Deshalb unterliegt dessen lnhaber keiner Herrschaftsgewalt eines Grundherrn. Die 

Fahigkeit， das Eigen innezuhaben， beschr詰nktsich auf betimmte 5t訪日de(insbesondere 

auf SChoffenbarfreie)， die den Heerschild (= Lehnsf五higkeit)haben， also auf die feudale 

5Chicht. Der lnhaber kann auch das Eigen zu Lehn oder als Zinsgut verleihen. Ub巴rdies

verfugt er gewohnlich auch uber Leibeigene. Wenn das Eigen von ausen angegriffen 

wird， darf er es notigenfalls auch mit Gewalt verteidgen. 

Das Eigen im Sachsenspiegels ist zwar bereits in betitmmtem Mas巴indas Recht 

(oder in den“Staat")巴ingeglied巴rt.Aber die eigentliche Gestalt des Eigens ist， wie 

eben geschildert， der Keim oder di巴Urformder kleineren Herrschaft. Wenn wir eine 

Gesellschaft， wo so¥che kleiner巴nH巴rrschaftenim Prizip voneinander unabh員ng1g

nebeneinanderstehen， die Welt d巴sEigens nenn巴n，so ist der Autor uns巴resRechts-

buchs eben bestrebt， mittels des Rechts dies巴Weltdes Eig巴nszu be凶mpfenund sie so 
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weitwiemるglichin die Welt des Rechts巴inzugliedern

III. Die innere Struktur des Rechts im Sachsenspieg巴l

1. Die Bedutung des Worts recht. 

1m Sachsenspiegel erscheint das Wort recht， einschlieslich der Komposita wie 

/enrecht， unrecht， /，仰trechtuSW.， an 850 Stellen. Wenn wir uns davon auf das Wort 

recht(e) schlechthin beschranken， so ist es an (etwa) 162 Stell巴nein Adjektiv und an 6 

SteJlen ein Adverb. Meistens， also an den ubrig巴n(etwa) 440 SteJlen， handelt es sich 

um ein Substantiv. 

Fur dir Bedeutung des Wortes recht als Substantiv sind im grosen und ganzen 

folgende vier Falle zu unterscheiden: 1. hat das W ort， sich auf das Gericht beziehend， 

einen formal-verfahrensrechtlichen Sinn， wie das Gericht oder die Klage selbst， die 

Gerichtsbarkeit， das Gerichtsverfahren， insbesond巴redas Urteil usw.. 2. bezeichnet das 

Wort eine Rechtsregel oder -norm. Nicht zu邑bersehenist jedoch， das sich auch diese 

RechtsregeJ oder -norm， konkret gesehen， uberwiegend auf das Gerichtsverfahren 

bezieht. 3. b巴zeichnetdas Wo同dasRecht， das jedem je nach seinem Stamm und Stand 

angeboren ist. 4. bezeichnet das Wort eine Berechtigung und teilweise eine Ve中日ich-

tung. Zu bemerken ist dabei， das es sich auch dabei meistens um eine B巴rechtigung

oder Verpflichtung handelt， die sich auf das Gerichtsverfahren bezieht. 

Von diesen vier Fallen sind zahlenmasig die ersten beiden die haufigsten， die Anzahl 

der Jetzten beiden， besonders d巴svierten， dageg巴nmerklich geringer. Bei dem Wort 

recht in unserem Rechtsbuch ist also im grosen und ganzen eine formaJ-verfahrens-

r巴chtlicheBedeutung vorherrsch巴nd.Dab巴 durfenwir keineswegs巴inenobjektiv-

Sl刈巴ktivenDoppeJsinn oder einen materiell-rechtJichen Begriff voraussetzen. 

2. Das Recht aJs Gericht (oder Gerichtsbarkeit) (1): Das Recht， das seinen Ur-

sprung in Gott hat. 

1m Prologus unseres Rechtsbuchs ist folgendes zu lesen:“Gott ist seJber gerecht. 

DeshaJb ist ihm das Recht Iieb". Was ist denn dieses Recht， das Gott dem Gerechten 

Jieb ist? Der Text des ProJogus geht weiter:“Deshalb sollen sich alle， denen von Gott 

das Gericht anvertraut worden ist， so zu richten， d討3Gottes Zorn und sein Gericht 

gnadig uber sie ergehen m品gen".Danach ist ganz kJar， daβdas Recht， das Gott dem 

Gerechten Iieb ist， nichts anders als das Gericht， wodurch Gott seinen Zorn und sein 
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Gericht ergehen last. 

Wer die Menschen richten kann， ist eigentlich nur Gott. Aber er ist nicht in der Lage， 

in dieser Welt selber die Menschen zu richten. Deshalb hat Gott einigen Personen die 

Gerichtsbarkeit anvertraut. Dies巴 Gerichtsbarkeitist eben das Recht， das Gott dem 

Gerechten lieb ist. Wer aber sind die Personen， denen Gott das Recht als Ge-

richtsbarkeit anvertraut hat? Nach dem allerersten Arteikel unseres Rechtsbuchs hat 

Gott dem Papst und dem Kaiser zwei Schwert巴rubergeben， um die Christenheit zu 

beschirmen. Diese zw巴iSchwerter symbolisiern jeweils die geistliche und die weltl凶 E

Gerichtsbarkeit. Demnach sind die Personen. denen Gott die Gerichtsbarkeit un-

mittelbar anvertraut hat， d巴rPapst und der Kaiser. 

Das Wort gerichte， das im ganzen Text d巴sSachsenspiegels 185 Mal erscheint， ist 

auBer der Gerichtsbarkeit auch im Sinne des Gerichtsbezirks， des Gerichtshofes， des 

Richters， der Strafe usw. gebraucht. Am Gebrauch dieses Wortes ist ab巴rfolgendes am 

auffallendsten. Das Wort gerichte bezieht sich an 2 Stellen im Prologus auf Gottes 

Gε'richt und在日 4Stellen auf das gεistliche Gericht. Diese SteJJen ausgenommen， d. h. 

soweit es das weltliche Gericht anbelangt， beziet es sich ausschlieslich auf das 

landrechtlich巴 Gericht，Dageg巴nbezeichnet es k巴ineinziges Mal das lehnrechtlich巴

Gerichι 

Dies巴rWortgebrauch bezuglich des gerichte weist deutlich genug folgendes hin. Fur 

unseren Spi巴glerist das Gericht eigentlich dazu da， um Gottes Zorn und Gericht (= 

Strafe) ergehen zu lassen. In diesem Sinne stellt fur ihn auBer dem geistlichen Gericht 

nur das landrechtliche ein echtes Gericht dar， das solch eine Aufgabe wahrnimmt， nicht 

aber das lehnrechtliche. Auch das Recht， das seinen Ursprung unmittelbar in Gott hat， 

beschrankt sich auf die geistliche und landrechtliche Gerichtsbarkeit， die von Gott dem 

Papst und dem Kaiser anvertraut worden ist. 

3. Landrecht und Lehnrecht. 

Das eben Gesagte last sich noch durch die “Definition'¥die das Rechtsbuch d巴n

beiden Begriffe Land-und Lehnrecht gibt， best詰tigen.In einem Artikel des Lehnrechts 

ist namlich folgendes besagt:“Wird ein Urteil gescholten wegen eines Lehns， das des 

Herrn Eigen ist， so soll man es zuletzt vor das Reich ziehen. Denn der Konig ist zum 

Richter gewぬItuber jedermanns Hals (= Leben) und uber Eigen und uber Lehn. Alles 

Landrecht und alles Lehnrecht nehmen darum von ihm seinen Ausgang， weil di巴
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Heerschildordnung bei ihm beginnt" 

Selbstverstandlich ist das Lehnrecht das Recht“品berLehn". So soll das Landr巴cht

nach diesem Artikel das Recht“uber jedermanns Hals (oder Leben) und uber Eigen" 

sein! Aber auch hier mussen wir uns zun詰chstfragen， was denn das Recht hier 

bedeutet. Weil "alles Landrecht und alles Lehnrecht" in diesem Fall vom Konig seinen 

Ausgang nehmen， so kann das Recht hier nichts anderes sein， als die ganze land-und 

lehnrechtliche Gerichtsbarkeit. Das ist sozusagen die “Definition" der beiden Begriffe 

Land-und Lehnrecht， die der Spiegler selbst gegeben hat. 

Zu bemerken ist zum obigen Zitat noch folgendes: Der Nebensazz“weil die 

Heerschildordnung bei ihm (= dem Konig) beginnt" begrundet， nicht nur daβ “alles 

Lehnrecht'¥sondem auch das“alles Landrecht" vom K釘ligseinen Ausgang nimmt. 

Auch durch diese Tatsache wird meine oben gegebene Auslegung unterstutzt. Aber um 

dies deutlich zu machen， 5011 im voraus einiges erklむtwerden. 

4. Das Recht als Gericht (oder Gerichtsbarkeit) (2): G巴richtslehnund Konigsbann. 

Der Heerschild bezeichnet， wie bekannt， die aktive und passive Lehnsf五higkeit，ist 

also an sich ein lehnrechtliches Institut. 1m Sachsenspiegel hat der Konig den ersten， 

die geistlichen Fursten den zweiten， die weltlichen Fursten den drittren， die Freien 

Herren den vierten， deren Mannen und die Schるffenbarfreienden funften und deren 

Mannen den sechsten Schild. Warum soll dieses an sich lehnrechtliche Institut ein 

Argument dafur bieten， das auch“alles Landrecht vom Konig seinen Ausgang 

nimmt"? 

In ein巴mArtikel des Landrechts ist folgendes zu lesen:“D巴rKaiser (obwohl er zum 

(obersten) Richter gew長hltist) kann aber nicht in allen Landem sein und nicht alle 

Yerbrechen richten". So verleiht er die landrechtliche Gerichtabarkeit den (weltlichen) 

Fursten， die Fursten den Geafen， und die Grafen ausnahmsweise den Schultheisen in 

der Grafschaft. Das ist len an gerichte， Gerichtslehn. In dieser Hinsicht dient also die 

Heerschildordnung als Treppe， wodurch die landrechtliche Gerichtsbarkeit vom Kるmg

ausgehend nach unten geht. 

Erst mit diesem Gerichtslehn“darf der Richter allerhand Klage und alle Yerbrechen 

richten， in seinem Gerichtsbezirk， wo er gerade ist" -es gibt aber Ausnahmen -“auser 

wenn man auf巴inEigen oder gegen einen schoffenbarfreien Mann wegen eines 

Yerbrechens klagt， daruber darf der Richter nur an echter Gerichtsstatte und unter 
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Kりnigsbannricht巴n". Der Konigsbann wird vom Konig demjenigen， dem das 

Gerichtslehn verliehen ist (meist巴nsein巴mGrafen)， verliehen， und zwar unmittelbar 

(nicht durch einen Fursten) und ohne Mannschaft (also auf ein“Amtsprinzip" gestutzt). 

Genauer gesagt， wird also der Richter， der die landrechtliche Gerichtsbarkeit als 

Gerichtslehn erhalten hat， erst mit der Erganzung durch diesen Konigsbann fur 

allerhand Klage und alle Verbr巴cheneinschlieslich der Klage um Eigen und gegen 

einen Schるffenbarfreienwegen seines Verbrechens zustandig. 

Damit ist nunmehr klargestellt， warum der Spiegler das Landrecht als das Recht uber 

Eigen und uber jedermanns L巴b巴ndefiniert hat. Die Gerichtsbarkeit uber Eigen und 

uber jedermanns (besonders aber eines schりffenbarfreienMannes) Leben steht im 

Sachsenspiegel in der Tat im Kern des Landrechts als Gericht. 

5. Das Recht， das jedem angeboren ist (1): Gerichtsstand der Freien. 

Nach dem Sachs巴nspiegelist jeder (仕巴l巴)Christenmann ve中日ichtet，dreimal im Jahr 

je nach seinem Stand ein Sendgericht aufzusuchen. Aber die Freien sind zudem ver-

pflichtet， an einem weltlichen Gericht teilzunehmen. Sch凸ffenbarfreiesollen namlich 

zum Ding des Grafen g巴hen，und zwar nicht nur zum巴chtenDing， das alle achtzehn 

Wochen (= driemal im Jahr) unt巴rKonigsbann zusammentritt， sondern auch zum 

gebotenen Ding， das vierzehn Nachte nach dem echten Ding gehalten wird， um 

Verbrechen zu richten. Pfleghafte sollen alle sechs Wochen des Schultheisen Ding 

aufsuchen， Landsassen hingegen alle sechs Wochen das ihres Gografen， wo jeder 

Bau巴rmeisterdas Geruft und alle Verbrechen rugen soll. 

Freie von dr巴ierleiArt sind also verpflichtet，巴inlandrechtliches Gericht nach ihrem 

Stand aufzusuchen und dort， ind巴msie Urteil find巴n，als Zeuge aussagen uSW.， am 

Gericht mitzuwirken. Ein Artikel des Landr巴chtsbesagt:“Wo der Mann Recht (= 

Gericht oder Urteil) fordert， dort 5011 er Recht pflegen und dem helfen" (= seine 

Dingpflicht erfullen und dem Gericht Hilfe leisten). Demnach haben Freie in diesem 

Gericht ihren Gerichtsstand und durfen (wenigstens im Prinzip) nur dort ihre Klage 

erh巴ben.

6. Das R巴cht，das jedem angeboren ist (2): Die Stellung der Fr巴ienim Gerichts-

verfahren. 

Unter den Freien von drei巴rleiArt nehmen Sch品ffenbarfreieeine deutlich bevorzugte 

Stellung ein. Sie 5ind in der Bus-und Wergeldordnung mit Fu 
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ebenburtig， sie sind auch Hauptinhaber des Eigens und-haban zudem den funften 

Schild， gehoren also zur feudalen Schicht. 1m Sachsenspiegel erscheint ihre bevor-

rechtigte Stellung jedoch nicht als eine nur soziale， sondern vor allem als Vo汀echtim 

Gerichtsverfahren. 

Sch品ffenbarfreiedurfen namlich im Konigsgericht uber jedermann Urteil finden und 

als Z巴ugeaussagen. Wenn sie dagegen wegen eines Verbrechens verklagt werden， 

konnen sie nur an der echten Dingstatte und unter Konigsbann gerichtet werden. 

Auserdem falls die Klage an ihr Leben， ihre Ehre oder ihr Erbgut (= Eigen) geht (= 

falls sie wegen eines Verbrechens verklagt werden)， durfen nur ihre ebenburtigen 

Standesgenossen uber sie Urteil finden， Urteil schelten und Zeuge werden. Um sie zum 

Kampf herauszufordern， mus ihr Standesgenosse seine vier Ahnen und sein Hantgemal 

(= sein Erbgut oder doch dessen Symbol) angeben， usw.. lhr (angeborenes) Recht ist 

also eben mit ihrer Funktion im Gericht eng verbunden， sie sind sozusagen in die 

Ordnung derるffentlichenGerichte einbezogen. 

Aber nicht nur bei den Schふffenbarfreien，sondern auch bei anderen Leuten ist das 

Recht， das jeder inne hat， so eng mit ihrer gerichtlichen Funktion verbunden， das das 

Recht， das jed包mangeboren ist， die Gerichtsfahigkeit mitbedeuten kann. So darf z.B. 

nur derjenige， der“an seinem Recht vollkommen (oder unbescholten) ist"， vor Gericht 

Klage erheben， Urteil finden und schelten， als Zeuge aussagen， sich mit dem Eid 

reinigen， den Kampf durchfuhren usw.. So gesehen ist es kein Zufall， das d巴rAusdruck 

sin recht hin und wieder den (Reinigungs-) Eid bezeichnet. Vielmehr ist darin die enge 

Verbindung des angeborenen Rechts mit der gerichtlichen Funktion seines 1nhabers 

deutlich gezeigt. 

7. Das Fried巴nsrecht(1)・ DasSyst巴mder peinlichen Strafe. 

1m Sachsenspiegel erscheinen sehr mannigfaltige Frieden， wie Konigsfriede， 

Reichsfriede， (vom Richter) gewirkter Friede， (vom Richter) gebotener Friede， (von 

beiden P紅白ien)versprochener Friede， (von Konigs wegen) geschworener Friede und 

Friedenstag. Bereits diese Tatsach巴 zeigtsehr deutlich， das der Friede fur das 

Rechtsbuch巴inesein巴rLeitideen darstellt. Aber das Vorhand巴nseindieser man-

nigfaltigrn Frieden weist gleichzeitig darauf hin， das ein allgemeiner Friede wie in 

einem modernen Staat damals noch nicht verwirklicht ist. 

I 
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Zweifel ist， das er zun詰chstdas System der peilichen Strafe bezeichnet， ein System 

namlch der Lebens-und K凸rperstrafen，wie das Radern， das Verbrennen auf den 

Scheiterhaufen， die Enthauptung， das Erhangen， das Abschlagen der Hand， die Strafe 

an Haut und Haar usw.. Deshalb ist vom“Verbrechen， das an Leben oder Hand g巴ht"

gesprochen. Dieses System der peinlichen Strafe ist in der mittelalterlch巴nFriedens-

bewegung， besonders aber durch Landfrieden entstanden. 

1m Sachsenspiegel ersch巴inendiese Lebens-und Kるrperstrafenzwar als etwas 

Ablるsb紅白， aber im Zusammenhang damit sind folgende drei Dinge nie zu ubersehen 

(1) Demjenigen， der wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist， werden auch sein 

Eigen und Lehn abgesprochen， er wird zudem von Gerichts wegen als rechtlos erkl員rt.

Er ist also aus seiner Stellung als (Mitー)Trager des offentlichen Gerichts vertrieben， er 

凶rtauf， ein Mitglied des“Staates" zu sein (civil death). (2) Das Wergeld dient vor 

allem als Betrag zur Ablりsungd巴rTodesstrafe sowie als h凸chsteSicherheitsleistung， 

um em巴nVerbrecher vor Gericht erscheinen zu lassen. (3) 1n unserem R巴chtsbuchist 

kein einziger Fall zu finden， in dem die Buse (einschlieslich des Wergeldes) 

unmittelbar oder ausergericht¥ich der Gegenpartei bezahlt wird. Vi巴lmehrist sie ohne 

Ausnahme vor Gericht oder durch das gerichtliche Urteil zu bezahlen. 

1m Sachsenspi巴gelbest巴henalso nicht einfach zwei verschiedene Stafensysteme 

nebeneinander， sondern das員ltereBusensystem ist bereits dem neu巴renSystem der 

penlichen Strafe untergeordenet oder sogar darin eingegliedert. 

8. Das Friendensrecht (2): Das Handhaftverfahren. 

So gesehen steht das Friedensrecht als System der peinlichen Strafe sicher unserem 

materiellen Rechtsbegriff am nachsten. Zu bemerken ist aber dabei， das die materielle 

Strafe b巴ieinem Friedensbruch nicht immer v巴rsch詰rftwird. Z.B.: Am Friedenstage， 

wOJ巴deGewalttat verboten ist， darf man auch nicht ein ordentliches Gericht halten， um 

jemand zu richten (uber ihn巴ineStrafe zu v巴rh員ngen).Eine Ausnahme gilt dabei fur 

denjenigen， der auf frischer Tat gefangen worden ist. Aber im Sachsenspiegel ist kein 

Beleg dafur zu finden， das eine dabei verhangt Strafe verscharft wird. Der Effekt der 

Friedenstage besteht also in di巴semFall in der Erweiterung des gerichtlichen 

Wirkungsfeldes. 

Nach unserem Rec 
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als Beginn der Klage anzusehen. Man soll aber eine von ihm begonnene Klage 

vollenden. Derjenige， der sie nicht vollendet， soll wie derjenige， d巴rd巴mG巴ruftnicht 

Folge geleistet hat， drei Schilling Strafgeld zahlen. Falls ein Tater auf frischer Tat 

gefanger】 wirdund ein ordentlicher Richter nicht anwesend ist， wird巴inGograf 

gew沿11t，um den Tater sofort zu richt叩

1st der T品t巴rg巴f1ohen，so soll ihn der Klager (der das Geruft geschrien hat) innerhalb 

eines Tages und einer Nacht vor Gericht (erneut) mit dem Geruft verklagen. Falls der 

KI話gerdabei das Verbrechen selbsiebent beweisen kann， verhangt man uber den Tater 

sofort die Verfestung (=Bezirksacht). Wenn der Tater in der Verfestung gefangen 

worden ist， wird er so gerichtet， als ob er auf frischer Tat gefangen worden war巴.

Ubrigens wird das Handhaftverfahren auch in mehreren Fallen angewandt， z.B. wenn 

man spater den gefangenen T詰ter(巴rneut)vor Gericht verklagt， oder wenn man nach 

der Tat den Richter zur Statte， fuhrt， wo die gestohlene Sache verborgen ist， usw.. Dies 

ist sozusagen eine Verlangerung oder Erweiterung des Handhaftverfahrens. 

Was die verfahrensrechtliche Stellung eines auf frischer Tat Gefangenen angeht， sind 

die Belege in unserem Rechtsbuch sehr sparlich. Wenn wir aber aus den Ausfuhrungen 

uber die Uberfuhrung eines in der Acht Gefangenen Schlusse ziehen d品rfen，ist es 

v凸lligausgeschlossen， das ein auf frischer Tat Gefangener， um sich zu reinigen， den 

Eid leisten oder den Klager zum Kampf herausfordern d品rfte.Vielmehr sind ihm alle 

Verteidigungsmittel genommen， die im ordentlichen Verfahren einem Beklagten zur 

Verfugung stehen. Auf solche Weise dient das Handhaftverfahr巴nder Erweiterung des 

Raumes， in d巴mdie peinliche Strafe angewandt wird. 

Am wichtigsten an diesem Verfahren ist jedoch folgendes. 1m Handhaftverfahren 

kommt der (Gerichts-) Stand des Klagers (der das Geruft schreit) und der Leute， die 

dem Geruft Folge leisten， uberhaupt nicht in Betracht. Eb巴ndeshalb kann in diesem 

Verfahren auch derjenige， der zu einen niederen Stand gehort， oder der・jenige，der 

selber rechtlos ist， als Klager fungieren. In unserem Rechtsbuch ist ein folgender 

Artikel zu finden:“Ohne Wergeld sind unechte (= rechtlose) Leute. Doch wer ihrer 

巴inenverwundet oder beraubt oder totet， oder ein unechtes Weib notzuchtigt und den 

Frieden an ihnen bricht， uber den soll man richten nach Friede 
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ren i st auch ub巴rstandisch巴Schrankenhinweg anwendbar. 

9. Eig巴nund Recht (als Gericht). 

Der Begriff Landrecht im Sachs巴nspiegelbesteht， wie oben erkl益rt，aus zw巴1

Haupts加len，namlich der Gerichtsbark巴ituber jedermanns Leb巴nund d巳rub巴rdas 

Eigen. Wahrend die erste von ihnen (= das Friedensrecht) ein neueres， dynamisches 

Element vertritt， erscheint das Eigen als ein訓teres，statisches Element. Das Recht im 

Sachsenspiegel fordert mit Hilfe des Fried巴nsrechtsdie Welt des Eigens heraus， um sie 

schlieslich in sich einzugliedern. Deshalb erscheint das Eigen im Rechtsbuch nicht 

mehr in s巴inereigentlichen Gestalt， sondern als etwas， was b巴r巴itsin b巴stimmtem

Mas巴indas Recht (oder den “Staat") einbezogen worden ist. 

Das Eigen ist， wi巴 obengesagt， kein Leihegut， sondern ein eigenes， von V詰tern

ererbtes Gut. Trotzdem hat dessen Inhaber keine freie Verfugungsgewalt daruber 

Wenn er es凶mlichord巴ntlichubertragen will， mus er es gerichtlich auflassen. Zudem 

mus er sich dabei noch eine halbe Hufe Eigen und eine Hofst巴llevorbehalten. Als 

Grund dazu ist angefuhrt， da白、r(=Inhaber) davon dem Richter sein recht pflegen 

(=seine Dingpflicht erfull巴n)soll'¥Das Eigen ist also vom“Staat" als materielle 

Grundlage der Dingpflicht erfaβt. Dazu ist aber noch eines hinzuzufugen. Bei der 

Ubertragung des Eigens weist das Gericht den Ub巴rnehmerdarin ein und wirkt dann 

uber das ubertragene Eigen Frienden. 

Das G巴richtgreift auch bei der Klage daruber ein， wem ein Eigen eigentlich 

zustehen sol!. Bisher hat man den folgenden Artikel ofters herangezogen， um die 

herrschende Lehre von der Gewere zu begrunden:“Man soll niemand ausweisen von 

seinem Gut， das er in der Gewere hat， es sei denn， es wird ihm die Gewere mit Recht (= 

mit Urteil) abgesprochen". Aber der Artikel， der einem damaligen Landfrienden 

entnommen ist， will nur folgend巴sbesagen: J巴derStreit um die Zugehるrigkeiteines 

Gutes ( = eines Eigens oder eines L巴hns)soll nicht mit Gewalt， sondern vor Gericht 

geschlichtet werd巴n.Er will also keineswegs d巴m tatsachlichen Besitzer eine 

Berechtigung zum weiteren Bessitz zuerkennen. Auch uber das gerichtlich ab-

gesprochene Gut wird (vielleicht bei der Einweisung von Gerichts weg巴n)der Friede 

gewirkt， wenigstens wenn der Besitzer (= der Beklagte) bei gerichtlicher Verhandlung 

abwesend gewesen ist. 

Auch demjenigen， der wegen eines Verbreche 
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erklart worden ist， wird， wie oben erkl証rt，sein Eigen abgesprochen. Das ihm 

abgesprochene Eigen fallt zunachst in die konigliche Gewalt. Seine Erben durfen es 

aber binnen Jahr und Tag mit ihrem Eide daraus ziehen. 1m Zusammenhang damit ist 

noch eines hinzuzufugen: das Verfahren bei der Klage um Zugeh凸rigkeiteines Eigens 

entspricht in drei wesentlichen Punkten dem der Klage wegen eines an Leben oder 

Hand gehenden Verbrechens. 

Nur soweit geht jedoch der Eingriff des Rechts (als Gericht) oder des “Staates"" in 

das Eigen. Das Recht oder der “Staat" greift n語mlichnoch nicht in das von Vatem 

ererbte Eigen selbst ein. Das zeigt sich am deutlichsten darin， das in Bezug auf dieses 

Eigen im eigentlichen Sinne nicht nur das Wort gewere， sondern auch das Wort recht 

uberhaupt nicht gebraucht wird. 

10. Das Recht als Berechtigung 

Wollen wir zum Schlus den Gebrauch des Wortes recht品berprufen，das nach 

unseren Begriffen das Recht im subjektiven Sinne oder di巴Berechtigungbezeichnet， so 

werden folgende， etwas uberraschende Ergebnisse gewonnen. 

Zu bemerken ist zu凶chst，das auch das Wort recht als Berechtigung grostenteils im 

Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren steht. 1m Lehnrecht fallt besonders die 

Bedeutung“Anspruch auf Belehnung" oder konkreter“das Recht， vor dem Lehngericht 

auf Belehnung Klage zu erheben"， auf， und im Landrecht die Bedeutung“irg巴ndeine

Berechtigung in der gerichtlichen Verhandlung"， besonders aber“im Beweisver-

fahren". Dagegen erscheint das Wort recht als Berechtigung in materiell-rechtlicher 

Bedeutung nur an zwei Stellen im Landrecht， wenn wir nur die erste deutsche Fassung， 

die zweifelsfrei von unserem Spiegler selbst stammt， in B巴trachtziehen. (1) Als die 

Vorfahren der Sachsen das Land eroberten， haben sie die Bauem nicht巴rschlagen，

sondern verliehen ihnen den Acker zu solch einem Recht， wie es noch die Laten haben. 

(2) Hatte sich die Frau (= Witwe) wieder verheiratet und war der Mann zu den Kindem 

in das ungeteilte Gut getreten und starb dann das Weib， so behielt der Mann 

(ausnahmsweise) alles R巴chtdes Weibes an der fahrenden Habe auser dem Geb加de

und der Gerade. 

Auserdem ist an einer Stelle im Landrecht das Wort ervetinsrecht wahrscheinlich in 

der sachlich mit dem ersten Beispiel gleichen Bedeutung gebraucht. Wenn wir also hier 

die Komposita mitberucksichtigen， so bezeichnet das Wort lenrec 
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materielle Herrschaftsgewalt uber das Gut ( = Lehn). Merkwurdigerweise beziehen sich 

jedoch alle diese Beispiele nicht auf rechte len， uber die der Mann tatsachlich die 

st品rksteHerrschaftsgewalt gehabt haben mus， sondern ausschlieslich auf solch ein 

Lehn， wie es einer Frau verliehen ist， di巴jaeigentlich keine Lehnsf益higk巴ithat. Bei 

einem solchen Lehn ist die Berechtigung des Mannes gewissermasen fraglich oder 

doch begr巴nzt.

Was dieser Befund in Bezug auf das Wort recht als materielle Berechtigung be-

deutet， wird klar巴rw巴rden，wenn wir uns in folgender Weise konzentrische Kreise vor-

stellen. 

In den innersten Kreis fallt das von den Vatern巴rebteEigen. Hier巴rscheintweder 

das Wort recht noch gewere (im Sinne des Besitzrechts)， obwohl das materielle Recht 

am Gut tatsachlich am st語rkstengewesen sein wird. In den zweiten Kreis fallen dann 

das gerichtlich aufg巴lasseneEigen und das vom Herrn verliehene rechte Lehn. Zwar 

kommt auch hier das Wort recht als materielle Berechtigung nicht vor， aber hier ist 

doch das Wort gewere im sinne des Rechtstitels zum Besitz zu finden. In den dritten 

Kreis fallt dann das gewissermasen fragliche Lehn.. Hier erscheint aus巴rdem Wort 

gewere im Sinn巴desBesitzrechts auch das Wort lenrecht im Sinne der materiellen 

Herrschaftsgewalt. Zu dem vi巴rten，員userstenKreis， in dem endlich das Wo抗 rechtals 

materielle B巴rechtigungvorkommt， gehoren F員lle，wie das Erbrecht eines Ehemanns an 

der fahrenden Habe seiner verstorbenen Eh巴frauund das ervetinsrecht der Lat巴nan 

dem Acker. 

Was zeigen uns diese konzentrischen Kreise? Der Begriff des Rechts als materielle 

Berechtigung erscheint im Sachsenspiegel wider der Erwartung， die wir Moderne leicht 

hegen mるgen，nicht in Bezug auf den Gegenstand， an dem man tats詰chlichdie st詰rkste

Herrschaftsgewalt hat， sondern zunachst im Zusammenhang mit etwas， was neuerdings 

oder ausnahmsweise als subj巴ktivesRecht anerkannt ist. Auch di巴 Tendenzd巴r

Entwicklung geht nicht von innen nach ausen， sondern von ausen nach innen. Den 

Anlas dazu gibt auch hier das Gericht， in diesem Fall aber besonders das Lehngricht 

und das Ding der Zinsgenossen. In diesem Sinne zeigen uns diese konzentrischen 

Kreise， wie und wie weit das Recht als Gericht bereits die Sachen erfast hat 

IV. Zum Schlus: Eine Aussicht ins mod巴rneRecht 

廻 jヒ法49(3・260)756



Vol. XLIX NO.3 (1998) The Hokkaido Law Review 

Das Recht im Sachsenspiegel ist eigentlich die Gerichtsbarkeit， die， um in dieser 

Welt Gottes Zom und Gericht ergehen zu lassen， von Gott anvertraut worden ist. 

Soweit es das weltliche Recht angeht， steht deswegen im Kem des Rechts die 

landrechtliche G巴richtsbarkeit，die alle Verbrechen richten und dem Tater Strafe 

verh詰ngt.

Das Recht in dies巴mSinne (oder der “Staat") erfast vor allem soziale Vorrechte der 

Schるffenbarfreien，die Hauptinhaber des Eigens sind， als das ihnen angeborene Recht， 

und indem es sie durch die bevorzugte Stellung in der Gerichtsverfassung und im 

Gerichtsverfahren ablost， will das Recht diese sozale Schicht ausschlieslich zum (Mit-) 

Tr抱巴rder Gerichtsbarkeit machen. Was das Recht oder den “Staat" leitet， ist die Idee 

des Fredens， und die einzige Waffe， uber die das Recht oder der“Staat" damals 

verfugen konnte， ist das Fried巴nsrecht(als das System der peinlichen Strafe sowie als 

das Handhaftverfahren). Mit dieser Waffe in der Hand bestrebt sich das Recht oder der 

“Staat" in das Eigen einzugreifen und es schliesilich in sich einzugliedem. Trotz aller 

Bestrebungen danach hat aber die Hand des Rechts oder des“Staates"noch nicht das 

Eigen selbst (oder das Eigen im eigentlichen Sinne) erreicht. 

In diesem Sinne ist der Weg vom Recht in unserem Rechtsbuch bis zum modem巴n

Recht noch sehr， sehr weit. Das Recht im Sachsenspiegel stellt dennoch keineswegs ein 

einfaches Gegenbild des modemen Rechts d紅(1)In ihm ist die Bestrebung， alle 

(bedeutende) Konflikte nicht mehr mit Gewalt， sondem vor Gericht schlichten zu 

lassen， deutlich zu erkennen. (2) 1m Handhaftverfahren des Sachsnspiegels verstecken 

sich auch die Ans託tzedazu， das das Recht im Rechtsbudch eines Tages das Recht nach 

S凶ndenuberwindet. Der erste Schritt nach dem modemen Recht ist bereits getan! 
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